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午前10時00分 開議 

○議長（神谷里枝） 改めましておはようございま

す。まずもって、８日に発生しました地震で被害に

遭われた皆様方にはお見舞いを申し上げます。また、

後発地震注意情報が発令されておりますけれども、

その対象エリアの皆様の心中をお察し申し上げます。 

 そして、傍聴においでくださいました皆様、あり

がとうございます。お時間の許す限り、傍聴されて

いかれることをお願いいたします。 

 では、ただいまの出席議員は18名であります。定

足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

 本日は、傍聴席へ報道機関が入っております。撮

影を許可した者には許可証を公布しておりますので、

御報告いたします。 

 本日の議事日程はお手元に配信のとおりでござい

ます。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 日程第１ 一般質問を行いま

す。 

 12月８日に引き続き、一般質問を行います。 

 本日の質問順序は、受付順により１番 寺田 悟

議員、２番 荻野敏明議員、３番 山本晃子議員、

４番 三上 元議員、５番 楠 浩幸議員と決定い

たします。 

 ここで議員の皆様にお願いしますけれども、質問

を行っていただく際には、通告どおり、それから再

質問に関しましては、答弁内容に沿ったものに関し

て再質問をするルールをしっかり守り、一般質問を

行っていただきたいと思います。そういったルール

を守っていくことが傍聴されている方、またユーチ

ューブ等で拝聴されている方にもより伝わりやすい

一般質問になっていくと思いますので、皆さんの御

協力をお願いいたします。 

 なお、山本晃子議員より、参考資料の配付を求め

られましたので、これを許可しております。資料は

あらかじめ配信させていただいておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 では初めに、３番 寺田 悟議員の発言を許しま

す。 

  〔３番 寺田 悟登壇〕 

○議長（神谷里枝） ３番 寺田 悟議員。 

○３番（寺田 悟） ３番 寺田 悟です。まず初

めに、一昨日８日の深夜、青森県八戸市沖を震源と

する震度６強の強い揺れを伴う地震が発生しました。

現地のインタビューでは、３.11を思い起こす揺れ

だったとのお話もありました。後発地震の心配があ

る中、被災された皆様、不安な日々を過ごされてい

る皆さんに心よりお見舞い申し上げます。 

 私の一般質問も災害に関連した内容となっており

ますので、市民の安心・安全につながる御答弁をお

願いしたいと存じます。 

 それでは、一般質問に移ります。 

 主題、水源の分散確保と災害時の地下水利用及び

平常時における湧水、地下水の利用について。 

 質問しようとする背景や経緯。昨今の自然災害で

は、予想をはるかに超えた甚大な被害が発生し、復

旧までに長期間を要して、市民の健康と生活に大き

な影響を与えています。令和６年の能登半島地震に

おける水道施設の甚大な被害による長期断水は皆様

が御存じのとおりです。大規模地震発生時には、助

かった命をつなぐためにも水の確保が重要であり、

湖西市においても、地域防災計画に給水計画が明記

されています。 

 能登半島地震においては、一部の被災地域で住民

同士の共助により、個人宅の井戸水や私有地の湧水

が開放されて生活用水に利用されたことが報道され、

緊急時の代替水源として地下水の重要性が改めて認

識されました。国においても、令和７年３月に、災

害時地下水利用ガイドラインが策定されました。 

 湖西市は水源の７割を県受水の遠州広域水道に依

存しており、自己水源は約３割しかありません。前

回の令和３年度策定新水道ビジョンには、計画的な

安定水源の確保として、2021年度までに新規の井戸

４か所の整備計画を策定、順次工事施工予定、新設

の井戸及び更新を行った井戸の稼働をもって自己水

源割合の改善を図るとされています。 

 湖西市の水道事業は、加速する人口減少や施設の

老朽化、災害リスクなどを踏まえると、水源の分散

化を図り、自己水割合を増やして、安定した水量を

確保するとともに、非常時の代替水源を確保するこ
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とが必要不可欠であり、喫緊の課題と考えます。ま

た、水源を分散化して自己水割合を増やすことは、

将来における水道料金の値上げを抑止することにも

つながります。 

 特に、災害時における地下水利用を推進するため

には、平常時から湧水や地下水を地域資源として活

用し、親水公園など、市民の憩いの場と防災拠点の

両面で生かすことが重要であり、湧水池、湧き水の

池や河川、水源地を整備し、親水公園などの市民利

用や環境教育、学習の場として有効活用すべきと考

えます。 

 災害から市民生活を守り、地域資源を最大限に活

用するための方策について、市の考えを伺いたいと

思います。 

 質問の目的。湖西市の水道事業における自己水源

確保及び災害時の地下水利用計画を確認することを

目的とします。 

 質問に移ります。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○３番（寺田 悟） 質問事項、湖西市の水道事業

の現状と課題を踏まえて、水源を分散して確保する

必要性をどのように認識しているのか。また、新水

道ビジョンをどのように推進していくのか伺います。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。環境部長。 

 〔環境部長 内藤健作登壇〕 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 現在、水源については、遠州広域水道からの受水

を主な水源とし、自己水源として新所原南、鷲津、

吉美、内山の井戸計７本から取水しており、水源の

分散化を行っております。 

 災害時にも安定して取水できるよう、水源の分散

化は必要であるという認識でありますことから、新

水道ビジョンにおきましては、災害時にも水源とし

て安定的に取水できるよう、老朽化した井戸の更新

計画を策定しており、現在、更新工事を進めている

ところであります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 答弁の修正。 

○環境部長（内藤健作） 申し訳ございません。修

正させていただきます。 

 井戸が計７本と御答弁させてもらいましたが、訂

正します。計９本です。９本の間違いです。失礼し

ました。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） ありがとうございました。た

だいま井戸は９本が稼働しているということで認識

しました。 

 現在、新水道ビジョンの見直し作業中と伺ってお

りますが、将来的に自己水源の割合を何割にするの

でしょうか。またそのためには、今現在９本ある井

戸ですが、さらに井戸水源としてあと何本必要なの

か伺います。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えいたします。 

 まず井戸水の割合でございますが、将来的には

43.6％という割合まで計画しております。新水道ビ

ジョンで計画しておりますのが、2039年に43.6％と

いう形で計画してございます。 

 続きまして、井戸の将来的な本数でございますが、

現在９本ということで御回答させていただきました。

実は今、全部で11本ございますが、そのうち２本が

今、休止しております。休止の理由というのが、取

水量が低下しているというところが１本と、施設の

統廃合の関係で配水区を見直しておりますので、そ

の関係で１本休止と、計２本休止して、９本の稼働

ということであります。 

 将来的には、今のところ全12本で計画しておると

ころであります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） 全12本必要ということで、あ

と３本さらに必要だということですね。分かりまし

た。 

 では、２に移ります。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○３番（寺田 悟） 新たな井戸の整備計画及び既

存井戸の更新計画の内容と今後のスケジュールを伺

います。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 
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○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 現在、湖西市では、災害時にも安定した水源を確

保するため、既存の井戸の更新とともに、新たな井

戸の整備を進めています。 

 井戸の更新計画につきましては、令和３年度に策

定した新水道ビジョンの中で、令和９年度までに９

か所の井戸の更新・整備を行う計画となっています。

しかしながら、他施設の耐震化や老朽化対策と同時

に進めていく中で、現在、計画どおり進捗できてい

ない状況にあります。そのため、井戸の更新計画に

つきましては、今年度実施しています湖西市水道事

業経営審議会での新水道ビジョンの見直し作業の中

で委員さんの意見を伺いまして、計画の見直しを行

っているところであります。 

 現在、９か所の井戸のうち１か所は更新工事が完

了しておりますが、今後におきましては、令和15年

度までに残りの６か所の更新と２か所の新規整備が

完了するよう取り組んでいく予定です。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） ２か所で新規整備を進めると

いうことですが、これについては、整備として計画

も進んで、これからということなんでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 現在、場所は決定しておりますが、整備のほうは

まだ手をつけていないという状況でございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） その新規の２か所については、

場所は市の所有地ということでよろしいでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 おっしゃるとおり、市の所有地で計画してござい

ます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） 分かりました。令和15年まで

に新たに２か所、それから６か所の更新、スムーズ

に計画どおり進んでいただけることを期待しており

ます。 

 ３に移ります。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○３番（寺田 悟） 大規模災害時における地下水

の利用計画と課題を伺います。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 湖西市では、災害時における水源の確保として、

地下水の取水が重要な手段であると位置づけており

ます。そのため、新水道ビジョンに基づき、地下水

の利用を計画的に進めるとともに、必要な整備を進

めてまいります。 

 課題といたしましては、地下水の水質管理や過剰

利用による地下水位の低下、それと塩水化などが挙

げられます。災害時においては、井戸の機能が適切

に稼働するかどうかの確認と、耐震化など施設強化

が必要となってまいります。 

 なお、電力の供給が止まった場合には、自家発電

機または可搬式の発電機にて運転を行います。 

 今後もこれらの課題に対応するため、水質や施設

の管理体制をしっかりと行っていくとともに、計画

的な井戸の整備を行ってまいります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） ありがとうございます。いろ

いろまだ課題があるということで認識いたしました。 

 では、４番に移ります。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○３番（寺田 悟） 民間事業者や個人が所有する

井戸の災害用井戸登録制度や協定の締結、補助金制

度の創設などを推進する考えがあるか、伺います。 

○議長（神谷里枝） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 災害の激甚化・頻発化により、大規模災害時には

水道施設が甚大な被害を受け、断水が長期化する可

能性が高まっております。 

 被災直後の生活用水をどのように確保するかにつ

きましては、重要かつ急を要する課題であると認識

しております。 

 市といたしましては、避難所体育館の空調整備な
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ど、市全体の防災対策の中で優先順位を整理しなが

ら進める必要がありますが、民間事業者や個人が所

有する井戸を災害用井戸に登録する制度や協定の締

結、補助制度の創設などにつきましても、他市の取

組状況や導入効果を確認しながら、本市に適した制

度の構築に向け、前向きに研究してまいりたいと考

えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） いろいろ他市町の先進事例を

よく調査していただいて、本市に対応する本市に適

した制度の仕組みをつくっていただきたいと思って

おります。 

 ただいま危機管理監が、いつもの答弁ですと、他

市町の状況を調査研究して検討してまいりますとお

っしゃるところを、今回は、前向きにということを

付け加えていただきましたので、今回はぜひ期待し

たいと思っておりますので、何とぞよろしくお願い

いたします。 

 ところで、現在、市は、民間事業者や個人が所有

する井戸について、本数、規模、水質等については

把握しているのか伺います。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えいたします。 

 うちの環境課のほうで地下水の水源保全という目

的で、浜名湖西岸地域地下水利用対策協議会という

会を運営してございます。その会の中での井戸の本

数でございますが、全部で97本の井戸を台帳に登録

して把握しているという状況でございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） ただいま御答弁の中で、浜名

湖西岸地域地下水利用対策協議会があるということ

なんですが、これについて、これはどういった協議

会なのか、簡単に御説明いただけることはできます

でしょうか。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えいたします。 

 会の概要ですが、地下水の安定供給を図るために、

地下水の水源の保全、それを目的として、適正かつ

合理的な利用を推進するということで会を組織して

ございます。 

 地下水も限りある資源でございますので、過剰に

くみ過ぎてしまうと、塩水化という現象が生じてし

まって、井戸が駄目になってしまうということもご

ざいますので、適正に個々に管理をしてもらうとい

うことで、この協議会において地下水位の状況だと

か、水中の塩素イオン濃度等を調査しまして管理し

ているという状況でございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） それと、この協議会の会員に

は、一般個人の方から企業、事業者、そういった方

も広くあるということでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えいたします。 

 個人さんというより、企業の会員の方がほとんど

を占めております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） ありがとうございます。よく

分かりました。 

 その協議会について、こういったチラシ、パンフ

レットも出ていまして、こういったことをさらに広

報して、これからその登録制度の通知についても御

協力いただいて、災害時には市民の方に御協力いた

だいて、使えるようなものにしていただければと思

っております。 

 では、５番目。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○３番（寺田 悟） 平常時における地下水の活用

について、市の考えを伺います。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 水道事業においては、平常時、地下水を安定した

水源として利活用しており、水源井を通じて、浄水

場で除鉄・徐マンガン処理を行い、安全でおいしい

水を供給しています。よってそれ以外の地下水の利

活用については特に考えはございません。 

 以上です。 
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○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） 湖西市内には、大きな河川は

ありませんが、湖西市内に水源を持つ河川が何本か

あると考えますけれども、湧水も地下水ですし、水

源ということになりますので、飲み水には適してい

なくても、生活用水として利用できると思うんです

が、そういった湧水や地下水、水源というのは把握

されているんでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 うちの水道事業を含め、環境部としましても湧水

の把握はしてございません。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） 把握はしていないということ

ですけども、実際、既におちばの里親水公園とか、

そういった公園整備もされているような場所もあり

ますけども、そういった公園として既に利用されて

いるようなところはいかがなんでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 ちょっと水道事業とは離れてしまうんですけれど

も、それともう一つ、湧水というところからちょっ

と離れてしまいますが、あそこはちょうど山から水

が豊富に差してくるという場所でございますので、

環境教室というものは年間を通してやっております。

これは外部団体に委託しておるんですが、それと加

えて、水生生物の観察会というものも実施してござ

いますので、そこら辺は小学生を対象に、水に親し

んでもらいつつ、水の大切さを学んでもらえるよう

な機会は設定してございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） ただいまの答弁にもありまし

たように、平常時にはそういったところを利用して

環境教育、そういったことができる、生涯学習にも

通じるということで、大変有効な活用ができると思

っています。 

 おちばの里親水公園、ただいま私から例として挙

げましたけれども、そのほかにも、白須賀のビオト

ープだとか、上ノ原のいこいのひろば、岡崎の水神

様、そういったところもあります。またあそこは新

居町の上田町になりますか、夫婦井戸という公衆井

戸があって、住民の方々が常日頃から清潔に使用し

て、実際に生活用水としてよく利用されているとい

うようなことを伺っております。街角にある井戸、

生活に溶け込んだ風景、平常時の地下水活用の理想

系だと私は考えますけども、公園の整備となるとま

た部署が全く違ってきますので、そのことについて

は触れませんけども、被災後の非常時に、安心・安

全に利用できるよう、平常時においても、市民が水

と親しみ、水と遊ぶことができる湧水親水エリアと

いうのも、これから整備していただけることが望ま

しいかなと考えます。 

 それでは、６番に移ります。 

○議長（神谷里枝） はい、最後の質問ですね。 

○３番（寺田 悟） 最後６番、広域連携による水

源の相互融通やスマートメーターなどの新たな水道

新技術を活用した水利監視体制の強化について、平

常時及び非常時における今後の方向性を伺います。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 広域連携による水源の相互融通につきましては、

平常時においては県の遠州広域水道からの受水を行

っており、非常時におきましては、豊橋市との協定

に基づき、連絡管を通じて融通していただくことと

なっております。また、被災の程度によっては、日

本水道協会を通じて他自治体へ給水応援を要請する

ことも想定されます。 

 スマートメーターにつきましては、平常時や非常

時において、宅内の漏水検知ができるようになって

います。配水管、本管の漏水についてはまだ検知で

きるものとはなっておりませんが、ほかの自治体で

も実証実験が進んでおり、スマートメーターの利活

用が全体的にも実証が進んでおるという状況でござ

います。 

 今後も平常時の効率的な運営と災害時の迅速な対

応を両立させるため、広域連携の強化とともに、最

新の技術を取り入れ、安全で強靱な下水道経営を持

続するよう取り組んでまいります。 
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 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） ありがとうございます。今、

生成ＡＩの進歩は目覚ましくて、様々な分野で応用

されて、新たな技術が日進月歩で開発されています。

当市の水道スマートメーター通信技術も、生成ＡＩ

の活用により、さらに多様な可能性が広がると考え

ますけども、市民サービス向上や緊急時の対応につ

いて、どのような活用が考えられるのか、市として、

具体的にもう少し市民に分かるような活用方法を教

えていただけないでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 スマートメーターが普及することによって、まず

市民サービスの向上として一番考えられるのが、宅

内漏水です。今までは検針員さんが回っていまして、

前回の検針よりも大幅に数量が増えていることがあ

りましたら、どこかで漏水している状況が確認され

ておりましたが、スマートメーターによりまして、

そこは瞬時に確認できる形になってございますので、

そういった面でも市民サービスの向上が図られると

考えております。 

 それに加えまして、今、時間帯別の水道料金の実

証実験というものを、産学官連携によりまして行っ

ております。それによりまして、ピークシフトによ

って施設が機器を少なくできたり、更新するコスト

が削減できるということと、あとフレイル検知の実

証実験も今行っておるところでございますので、早

期発見と適切な対応が可能になるということで考え

ております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 寺田議員。 

○３番（寺田 悟） ありがとうございます。いろ

んなことを今後さらに考えて、市民サービスをさら

に向上させるということで、またさらに調査研究を

進めていただきたいと考えます。 

 終わりに、湧水を含めた地下水は重要かつ貴重な

地域資源です。ふだん、当たり前のように使ってい

る水道水も、巨大地震で被災すれば、長期間断水し

使えなくなることを覚悟しなければなりません。日

頃から水源とその周辺、里山の環境保全に努めて、

きれいなで安全な水質を維持・確保することが必要

だと考えます。 

 防災はふだんからの備えが減災につながります。

自然環境の保護、生涯学習としての環境教育の場、

非常時の生活用水利用などに活用できるよう、縦割

り行政目線ではなく、総合的観点、視点から、親水

公園整備や親水湧水エリアの整備、自己水源の安定、

安全確保と併せて、ぜひ御検討をいただきたいと強

く申し上げて、私の一般質問を終わります。ありが

とうございました。 

○議長（神谷里枝） 以上で、３番 寺田 悟議員

の一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（神谷里枝） 次に、15番 荻野利明議員の

発言を許します。15番 荻野利明議員。 

  〔15番 荻野利明登壇〕 

○議長（神谷里枝） 荻野議員。 

○15番（荻野利明） 15番 荻野俊明です。私は日

本共産党を代表して一般質問を行います。 

 今回についても２つの点について質問をさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

 まず、１点目、公共施設、学校のトイレの洋式化

について質問をさせていただきます。 

 質問しようとする背景や経緯。和式トイレは高齢

者や妊婦にとって身体的負担が大きく、転倒のリス

クもある。既に社会的には、和式トイレの必要性は

薄れており、高齢化が一層進行する中、公共施設に

おけるトイレの洋式化は不可欠であり、その整備は

急務あります。また現在では、各家庭において洋式

トイレが一般的となっており、子供たちにとっても

洋式トイレが当たり前の存在です。 

 質問の目的。市の公共施設だけに和式トイレが残

されている状況は前時代的である。令和６年３月議

会でも一般質問を行ったが、洋式トイレは、高齢者

や妊婦、障害者、さらには小さな子供たちにとって

必要不可欠な設備である。公共の安全性と快適性を

確保するためにも、早急な整備が求められていると

思います。 

 質問事項１点目、市の公共施設におけるトイレの
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洋式化の進捗状況を伺います。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。企画部長。 

  〔企画部長 馬渕 豪登壇〕 

○企画部長（馬渕 豪） お答えします。 

 令和７年11月末現在、市内の公共施設における男

性用トイレを除いた対象となるトイレの総数は

1,155器であり、うち和式トイレが465器、洋式トイ

レが690器、洋式化率は59.7％となっております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 荻野議員。 

○15番（荻野利明） 今の答弁を聞いていると、洋

式と和式が半分半分ですよね。じゃあ一般家庭はど

うかと言うと、洋式が90％以上いっているんじゃな

いですかね。それを見ると、公共施設の様式かとい

うのは進んでいない。前回、２年ぐらい前に質問し

たときもそうですけども、全く進んでいない。どう

してですか。 

○議長（神谷里枝） 企画部長。 

○企画部長（馬渕 豪） 限られた財源の中で計画

的には進めていきたいと思っております。前回の進

捗の増えた程度を御説明させていただきますと、前

回、令和６年３月の時点におきましては、洋式トイ

レが626器で53.5％でございましたけれども、今回

の調査で、先ほど申しましたように、 690器で

59.7％ということで、4.2％ではございますが、少

しずつ増えているところでございますので、今後も

この取組は継続していきたいと考えているところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 荻野議員。 

○15番（荻野利明） 非常に遅いとは言わせていた

だきます。 

 それでは２点目、トイレの洋式化は、新築や改修

を待つだけでは進まないのが現状である。誰もが安

心して利用できる環境のため、計画的に進めるべき

と考えますが、市の見解を伺います。 

○議長（神谷里枝） 企画部長。 

○企画部長（馬渕 豪） 現在、ほぼ全ての公共施

設に洋式トイレが設置されており、また、和式トイ

レにも一定の需要があると認識しているところでご

ざいます。今後につきましては、和式のトイレは一

定数を確保しつつ、限られた財源の中、洋式トイレ

の不足が見込まれる施設を優先的に、主に多目的ト

イレ、最近ではバリアフリートイレとおっしゃいま

すが、そちらの設置を検討していきたいと考えてお

ります。 

 また今後、施設の新設、改修のタイミングに合わ

せて、適正なトイレの種類と数は検討してまいりた

いと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 荻野議員。 

○15番（荻野利明） 今のを聞いていても、いつま

でにこれだけの数、何％にする、そういうものは全

くないわけですよね。新築とか改築、そういったと

き、それいつになるかと言ったら、いつになるか分

かりませんよね。その意味じゃあ、全く今後も増え

ていかないと、少しずつは増えるとは思いますけど

も、増えていかないんじゃないか、そこを私は心配

しているんです。一般家庭を見てもらっても、90％

以上は洋式ですよね。和式でないと駄目なのはほん

の一部だと思うんです。そういった意味で、もうち

ょっと早く改築していくことはできないんでしょう

か。 

○議長（神谷里枝） 企画部長。 

○企画部長（馬渕 豪） 先ほどの答弁の繰り返し

になりますが、まずは施設の改修に合わせてトイレ

の改善を進めていきたいと思っておりますので、御

理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 荻野議員。 

○15番（荻野利明） もうこれ以上無理は言いませ

ん。よろしくお願いします。 

 それでは２点目、国保税均等割を廃止して、子育

て世帯の負担軽減をということで質問いたします。 

 質問しようとする背景や経緯。国民健康保険税は

所得割、所得に応じた金額と、均等割、加入者の人

数に応じた金額、１人２万6,600円、均等割、１世

帯当たりの金額の制度であり、子供が増えると負担

が増える制度となっています。このうち均等割につ
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いては、国保税が高くなる大きな要因であり、全国

知事会、全国市長会、全国町村会などが定率国庫負

担の増額を政府に対して継続的に要望しています。

特に2014年には、公費1兆円の投入によって協会け

んぽ並みの保険料負担率を実現するよう、政府・与

党に求めた経緯があります。 

 質問の目的。現在、少子化が深刻な社会問題とな

っている中、子供を産めば産むほど負担が増える制

度、未就学児は半額にはなっていますが、少子化対

策に逆行していると言わざるを得ません。 

 このような制度を今後も継続していくのか、市の

見解を伺いたい。それが目的であります。 

 質問事項１、子育て支援の観点から見た国民健康

保険税の均等割について、市はどのように認識して

いるか伺います。 

○議長（神谷里枝） 市民安全部長。 

○市民安全部長（山本健介） お答えいたします。 

 市では、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、

令和４年４月から未就学児の均等割保険税を６歳に

達する日以降の３月31日まで５割分を軽減させる制

度を施行しております。こちらにつきましては、国

や県の方針の中で適切に行っていると認識しており

ます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 荻野議員。 

○15番（荻野利明） それでは２点目に移ります。 

 現在、未就学児に対して均等割の軽減措置が講じ

られていますが、これを一般会計からの繰入れによ

って、高校生まで、18歳まで拡大する考えはないか、

市の見解を伺います。 

○議長（神谷里枝） 市民安全部長。 

○市民安全部長（山本健介） お答えいたします。 

 現在、国は、均等割保険料軽減措置の対象を未就

学児から高校生年代まで拡充する検討に入り、令和

９年４月からの実施を目指していることから、制度

改正があった場合には、遅滞なくでき、実施できる

ように国の動向を注視しながら準備を進めてまいり

たいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 荻野議員。 

○15番（荻野利明） すみません、今の点について

は、私、11月28日の新聞を見て知りました。私が一

般質問を出したときはまだ出ていませんでしたので、

全く知りませんでした。とにかく、子供が増えれば

増えるほど負担が増える、こんな制度は絶対になく

すべきだと、これは国保だけにあるわけですから、

ほかにはないわけで、できるだけ子育て世帯に対し

て負担のないような方向というのを目指して、国だ

けじゃなくて、市としても一般会計から金出してや

っていただきたいと、別に半分じゃなくても、ゼロ

にしてもいいわけですから、できるだけ負担がない

ようにしていただきたいということをお願いしてお

きます。 

 次に、３点目、高額な保険税を課しながら、滞納

した場合には、医療費の10割負担を強いる制度はあ

まりにも苛酷であると考えるが、この点についてど

のように考えているのか伺います。 

○議長（神谷里枝） 市民安全部長。 

○市民安全部長（山本健介） お答えいたします。 

 特別な事情がないにもかかわらず、１年以上自主

納付がなく、納税相談や分割納付などに応じない世

帯に対しまして、事前に通知を送付した上で、医療

費を一旦全額自己負担していただいた後、申請によ

り保険給付分として７割または８割の金額を支給す

る特別療養費制度を適用しております。 

 なお、特別療養費制度の適用世帯から受診したい

旨の申出があった場合につきましては、納付できな

い特別な事情の有無などを聞き取り、納税相談を実

施した上で、通常の資格確認書などに切り替えるこ

ともございます。 

 この特別療養費制度は、被保険者間の公平な負担、

国民健康保険財政の安定化を図り、また滞納者との

接触機会の確保、納付を促す場の一つとして捉え、

適切に運用する必要がある制度と考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 荻野議員。 

○15番（荻野利明） ありがとうございます。 

 本当にお金があって払わない、そういう人には私

はいいと思います。10割負担を課したって。でも本

当に払えない、貧しくて保険税が払えない、そうい
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う世帯もあるわけですから、そうした人たちに強制

的な取立てをやったり、医療にかかったら10割負担

だと、こんなひどいことはないですよ。この国保制

度というのはそんな制度じゃないと思うんです。も

っと貧しい人のためにあるべきだと思います。です

から、その辺も踏まえて、これから強制的な収納、

そういったこと、県の連合会の取立ては非常に厳し

いと聞いています。そんなことをやらずに、できる

だけ納付相談をしっかりやっていただいて、無理の

ない取立てと言っていいのかな、無理のないような

形で納付をしてもらうと、そういうことをこれから

も考えていただきたいと思います。 

 以上で、私の一般質問を終わります。ありがとう

ございました。 

○議長（神谷里枝） 以上で、15番 荻野利明議員

の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩といたします。再開を11時５分と

いたします。 

午前10時50分 休憩 

───────────────── 

午前11時05分 再開 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて会議を再開しま

す。 

 次に、２番 山本晃子議員の発言を許します。２

番 山本晃子議員。 

  〔２番 山本晃子登壇〕 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ２番 参政党、山本晃子です。

通告に従いまして質問をさせていただきます。 

 なお、議長の許可をいただきまして、参考資料を

事前に配付させていただいております。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 では、主題１からです。 

 主題１、東小学校、知波田小学校の統合計画と人

口推計の整合性についてです。 

 質問しようとする背景や経緯です。本年10月22日

に開かれた第１回子ども・子育て会議で、2028年に

開設予定だった100名から130名規模の民間保育施設

の新設の計画を中止するという方針が示されました。

会議の中で、参考資料１の人口推計が配付され、資

料によりますと、近年、湖西市では出生数が急速に

減少しており、令和７年度４月１日時点のゼロ歳児

実績数は242人と、当初の推計の294人を52人下回り

ました。18％減となっております。この大幅な下振

れは一時的な誤差の範囲を超えており、今後の児童

生徒数の推移や教育施策に大きな影響を及ぼす可能

性があります。 

 今回示された修正人口推計では、令和８年度280

人、令和９年度275人、令和10年度269人、令和11年

度263人と高めの見通しとなっています。しかし、

本年４月２日から９月30日までの６か月間の出生数

は124人であり、単純計算で年間約248人の出生数と

なることから、修正値の妥当性には疑問が残ります。

推計値が実態より高めに設定されている可能性が否

めません。 

 取りわけ、学校再編において児童数の想定は基礎

となる要素であり、推計の精度は極めて重要です。

こども未来部保育幼稚園課と学校教育課の間で人口

推計方法や前提条件の共有が十分されているのかも

気になるところです。 

 現在進められている東小学校、知波田小学校の統

合により、湖西中学校を約９億円かけて改修し、新

小学校として活用する計画は、今後の児童数減少の

影響を最も受ける施策です。児童数が想定以上のペ

ースで減少した場合、数年以内に再び少人数化し、

クラス替えが困難となる可能性もあり得ます。 

 こうした状況を踏まえ、計画の適正化について慎

重に検討する必要があると考え、質問いたします。 

 質問の目的です。湖西市の出生数が急激に減少し

ている現状に対し、推計の前提が実態に合致してい

るかを確認し、必要であれば教育施策や学校再編計

画の見直しを促すことで、子供たちにとって最適で

持続可能な教育環境の確保につなげることを目的と

しています。 

 では質問事項に入ります。 

○議長（神谷里枝） どうぞ。 

○２番（山本晃子） 質問事項１です。参考資料１

の人口推計について、令和７年度実績が242人であ

るにもかかわらず、令和８年度以降の推計値が高め

に設定されている理由をお伺いします。あわせて、
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推計に用いた算出方法及び前提条件がどのようなも

のであるか、その根拠をお伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。こども未来部長。 

  〔こども未来部長 戸田昌宏登壇〕 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 こども計画における子供の人口推計値のうち、ゼ

ロ歳児の推計人口は、当初計画策定時と同様に今回

の再計算でも、出生率の代替指標として用いられる

指標であるこども女性比、場合によっては女性こど

も比という言い方をする場合もあるそうなんですけ

れども、これを用いて算出しております。 

 こども女性比では、ゼロ歳人口と20歳から44歳女

性人口の比により算出しておりますが、これを恣意

的に補正することなく推計値としております。 

 また、１歳以上の推計値は、コーホート変化率法

を用いて計算しております。コーホート変化率法は、

異なる２つの時点の間における年齢別人口の変化率

に基づいて将来人口を投影する方法であります。死

亡率、移動率など詳細な人口変動要因の個別の数値

によらず将来人口の推計が可能であることから、比

較的小さな地域の人口推計に適しているとされてお

ります。 

 令和８年度以降の推計値はこうした計算に基づく

もので、令和７年４月１日現在値242人に対し高め

の値となっておりますが、統計的な計算の結果であ

ると認識しております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 御答弁ありがとうございます。

統計的な結果だということは理解いたしました。 

 ただ、昨年１年間で242人しか赤ちゃんが生まれ

なかった、この現実があったにもかかわらず、翌年

度、令和８年度４月１日時点、ゼロ歳児の赤ちゃん

は280人であろうという修正値について疑問に思わ

れなかったということは、私には理解し難いなと思

っているところであります。 

 ちなみにこの一般質問の通告の締切りが11月25日

でした。その時点では11月現在の出生数は分からな

かったので、先ほどお伝えしました背景と経緯には

反映されてはおりません。そのため単純計算で、年

間248人の予想としておりました。 

 現在は、11月の出生数は20人だったということが

分かっております。11月は４月から数えて８か月が

経過し、１年の３分の２が過ぎたところです。今年

度11月末時点の出生数合計は160人となります。参

考資料２の部分ですけれども、単純計算ではありま

すが、今年度の出生数の予想は240人くらいかと私

は考えております。湖西市の予想推計値280人に対

して40人も少なくなる見込みと考えているというこ

とをお伝えさせていただきます。 

 では、続いて２番に。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○２番（山本晃子） 東小学校・知波田小学校の統

合校について、令和８年度以降の私学進学等の想定

も考慮した学年別の児童数をどのように見込んでい

るのか。また、その見込みは、最新の出生実績や最

近の児童数推移をどの程度反映したものか、お伺い

いたします。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 令和８年度以降の学年別児童数につきましては、

東小学校区及び知波田小学校区にお住まいの未就学

児と現在の小学校の児童数のスライドにより見込ん

でおり、私学への進学や転出については反映してお

りません。 

 両校が統合となる令和10年度におきましては、４

年生から６年生までが２学級、１年生から３年生ま

でが１学級と見込んでおります。これについては、

令和７年３月に策定した学校再編基本計画において

も同様の学級数を見込んでおりました。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 御答弁ありがとうございます。

てっきり私は統合の必要性について、かねてからク

ラス替えができない、人間関係が構築できないとい

うことを盛んにおっしゃっていましたため、クラス

替えができる２学級以上が前提の統合だと思い込ん

でおりました。これは私の理解不足だと思います。 

 しかし、今の御答弁によりますと、令和10年の開
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校当初から、１年生から３年生までは１クラスのみ、

クラス替えはできないということでした。そして、

今後生まれてくる子供の人数、言い換えれば、現在

起きている急激な人口減少、出生数の低下における

将来予測は、学校再編において一切考慮されていな

いという認識でよろしいでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） 先ほど答弁させていただ

きましたとおり、現在生まれている１歳児の子が成

長とともにというところでスライドをした人数で、

令和13年度まで現時点では見込んでおります。その

数字が東小学校と知波田小学校を統合した場合は、

令和13年度の１年生は22人と見ております。仮に統

合しなかった場合は、それぞれその半分、10人とか、

という人数になります。 

 この再編計画自体が、令和８年度に知波田小学校

に入学するしてくるお子さんの数がもう10人未満を

下回るというところからこの議論が始まっておりま

して現在に至っております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。令和

８年度入学児童が10人未満ということがポイントな

のかということは理解いたしました。 

 ただ、これだけ深刻な出生数低下が起きているの

にもかかわらず、今後生まれてくるであろう子供の

数が学校再編において反映されていないということ

に私は非常に驚いているとお伝えさせていただきま

す。 

 では続きまして３番です。 

 ３番、こども未来部保育幼稚園課と学校教育課の

間で、人口推計の手法や前提条件を共有しているの

かをお伺いいたします。さらに、推計結果を一元的

に管理・調整する仕組みがあるのかも併せて教えて

ください。 

○議長（神谷里枝） こども未来部長。 

○こども未来部長（戸田昌宏） お答えします。 

 今回の人口推計見直しについては、保育幼稚園課

から庁内の連絡会などを通して、学校教育課を含む

全庁へ共有しております。 

 また、推計結果については、計画策定所管課がこ

ども計画の策定過程におきまして、素案の段階から

庁内で共有するなどして取りまとめを行っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。庁内

共有済みということですね。この件につきまして、

これは私の感想にはなるんですが、民間企業ですと、

当然共有されて、その数字を基に修正すべきことは

修正し、様々な事業を展開するので、私にとってこ

の状況がちょっと不思議だなと思っております。以

前の一般質問でも申し上げ、今回の一般質問におい

ても複数の議員が縦割り行政について指摘され、御

答弁でも努力されているようなこともお話しされて

おりました。ただ、縦割り行政のメリットもあるの

でしょうが、私にはメリットよりもデメリットのほ

うが多いように思えているということをお伝えした

いと思います。 

 では続いて４番です。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○２番（山本晃子） ４番、学校統廃合の目的は、

小規模校の解消と適正なクラス編制の維持にあると

理解しています。今後の出生数減少が続いた場合、

再びクラス替えが困難となる可能性について、市は

どのように評価しているのか伺いますとの問いです

が、先ほどの２番の質問で、既に今回の統合計画は、

小規模校から小規模校への統合であるということは

理解いたしましたので、クラス替えができない、ま

たは将来できなくなるということに関しての評価を

お伺いしたいと思います。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 先ほどの確認になりますけど、令和５年５月に策

定した学校再編方針においても、統合した場合の新

小学校の学級数が将来的に１学級になることを見込

んでおりました。 

 適正な規模としては、１学年２学級以上としてお

りますが、「子供たちを地域で育て、地域に学校を

支えてもらう」という点と、「子供の通学に係る負
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担、リスクの軽減」という点におきまして、小学校

段階から大規模校への統合ではなく、現在の湖西中

学校の位置に小学校を統合する方針としたところで

あります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。 

 では、ここで参考資料３を御覧いただきたいと思

います。 

 下の段の学級数の表ですが、開校時の令和10年は、

おっしゃるとおり、１年生から３年生が各１クラス、

４年生から６年生は２クラスとなっています。しか

しながら、翌年の令和11年には、１年生から４年生

が１クラス、令和12年には、１年生から５年生が１

クラス、さらに令和13年には、全学年が１クラスに

なるとあります。令和７年は全校で12クラスあった

ものが、僅か３年後に６クラスと半減する見込みで

す。 

 また、湖西市学校再編基本計画には、再編による

効果、影響として、小学校では将来的に１学年１学

級となり、クラス替えができなくなると、確かに書

かれてはいます。しかしながら、開校僅か３年後に

全学年が１クラスになってしまうとは、なかなか想

像が及ばないと思うのですが、僅か３年で全て１ク

ラスになってしまうということに関して、どのよう

にお考えでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 今回の再編は、目的を、子供たちにとってよりよ

い教育環境を充実させるということが一番の目標に

なっております。その視点につきましては、もちろ

ん規模、クラス替えができるというのも視点になり

ますし、小規模校のメリット、デメリットのバラン

スもあると思います。子供たちや保護者のリスクや

負担、これは通学に関わる部分、あとは地域との関

わり、様々な視点がある中で計画を策定してきたも

のでありますので、クラス替えができないから統合

しなければならないという考えに立って行っている

ものではありません。北部地区に小学校が必要だと

いう考えから、小規模、クラス替えはできなくなる

んだけど、ある程度の人数は確保して、新しい小学

校で子供たちがデメリットをメリットで覆うような

教育ができると教育委員会としては評価しておりま

す。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。目的

は、子供たちにとってよりよい環境ということです

が、ちなみに僅か３年で全学年１クラスになるとい

うことに関して、保護者の皆さんをはじめ、地域の

皆さんは御承知されているのでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） これはこれまでも示してま

いりましたので、子供の人数もお示しして、アンケ

ート等も集約をしておりますので、承知していただ

いていると判断いたします。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 分かりました。十分承知され

ているということですね。 

 私は、現在の人口推計を踏まえて、せっかく新し

い統合校をつくっても、近い将来にまた児童が減っ

てしまうということを大変心配しています。北部地

区に小学校が必要という御意見も十分分かりますが、

今のタイミングなのかということも併せて疑問にも

思っています。 

 急激に児童が減ってしまうということになれば、

何のための統合なのか分からなくなるという点もあ

りますし、現在、保護者の方へのアンケートという

のは、御自分の子供さんの状態で答えている方が多

いと思うんですが、学校というのは、10年後、20年

後、30年後、さらにはもっと続くことを考えて通常

事業計画をするものではないのかなと私は思ってお

ります。 

 その点につきまして、東小学校と知波田小学校の

統合校は、何年ぐらい持続可能と想定されていらっ

しゃるんでしょうか、教えてください。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 統合をしない場合、知波田小学校は令和11年度に
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全校児童では100人を下回る見込みであります。東

小学校は令和13年度に100人を下回る見込みである

ということであります。統合した場合には、令和13

年度で160人以上、令和14年度以降も100人以上の児

童数を維持することができる見込みでありますので、

当面の間は持続可能であると考えております。 

 令和５年５月に取りまとめました再編方針の中で

も、湖西市における小規模校の望ましい教育環境と

いう項目でまとめてある部分があるんですが、小規

模になったとしても、１学年に20人程度の子供がい

れば、メリットとデメリットを考えたときに、メリ

ットが上回れると、メリットでデメリットをカバー

できるとまとめておりますので、当分の間は持続可

能であると考えます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。今、

令和14年度のお話までが出ましたが、今教育長がお

っしゃった当面の間という、その当面の間というの

は、令和14年度までのことをおっしゃるのか、それ

ともそれ以降も見越して、当面の間は20人以上いて

大丈夫ということなのか、教えてください。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 それぞれが単独で知波田小と東小がそのまま持続

した場合と比較をして当面の間ということでありま

すので、令和14年度以降も当面の間と考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。北部

に関して当面の間ということだと理解させていただ

きます。 

 では続いて、５番に移らせていただきます。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○２番（山本晃子） ５番です。統合校として活用

予定の湖西中学校の改修費が約９億円とされていま

すが、児童数減少リスクを踏まえ、改修内容に関し

て、縮小や段階的整備への見直しの余地はないか、

お伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 湖西中学校の改修費につきましては、現時点では

概算費用でありますが、既存の校舎をできる限り活

用した改修内容としております。教室などを小学生

仕様にする改修に加え、直接統合とは関わりはない

かもしれませんが、老朽化などの対策として、「屋

上防水」「外壁塗装」「トイレの洋式化」等の改修

に係る費用も含まれております。現在、設計途中の

段階でありますので、子供たちの教育環境に配慮し、

改修内容を精査してまいりたいと考えております。 

 先ほどから何度も話題にしておりますが、令和８

年度の知波田小学校の入学生が10名を下回ることか

ら、喫緊の課題として、これまで学校再編の検討を

行ってきたところであります。保護者からも「統合

するのであればできる限り早く」という御意見もい

ただいておりますので、学校再編基本計画に基づき、

令和10年度の開校に向けて遅滞なく準備を進めてま

いりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。必要

最低限の工事ということだったかと思いますが、先

日議員に御説明いただいた工事概要の中に、例えば、

手洗い場の撤去・新設というものなどがありました。

小学生と中学生の身長差が問題で改修を予定してい

るのかなとも思うのですが、そうであれば、踏み台

を設置すれば済む話ではないかと思ったりもしてお

りますし、普通教室の内装改修や廊下の塗り替えな

どが必要なのかということも疑問に感じているとい

うことはお伝えさせていただきたいと思います。 

 当初、東小学校と知波田小学校の統合校と岡崎中

学校の工事費を合わせて14億円とされていた工事費

用が、物価高騰によって16億3,000万円と膨れ上が

っています。今後さらに上がることも考えられます。

そして16億3,000万円のうち、１億8,117万円は仮設

校舎のリース代ということですが、あまりにももっ

たいないのではないかと思います。先に中学校の統

合を済ませて、現湖西中学校が閉校になってから工

事を行えば、その１億8,117万円が無駄にならずに
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済むと思うのですが、そういったお考えはありませ

んでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 申し訳ありません、少しお時間をいただきたいと

存じます。 

○議長（神谷里枝） 暫時休憩といたします。 

午前11時33分 休憩 

───────────────── 

午前11時33分 再開 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて会議を再開しま

す。教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 先ほども申し上げましたとおり、令和８年度の知

波田小の入学生が10人を下回るということから議論

が始まり、最短で統合できる時期として令和10年度

を設定してまいりました。 

 小、中の時期をずらすということも検討しました

が、以下の理由により、小中学校ともに令和10年度

の統合を目指すという計画にしております。 

 一つには、湖西中学校の子供たちが通う岡崎中学

校についても校舎を増築するなどの大改修を行う必

要があります。それが最短でも令和10年度の統合と

いうことになります。 

 空いた校舎を改修すれば仮設校舎は不要となりま

すが、小学校の統合が１年遅れてしまって、令和11

年度となります。地域の皆様、保護者からも、統合

するのであればできるだけ早くという御意見もいた

だいていることから、教育委員会として令和10年度

の開校に向けて準備を進めているところであります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ポイントは、地域の方々から

できるだけ早くと言われているということなのかな

と理解しました。 

 子供たちの１年というのは、私たち大人の１年と

は大きく違うということは理解しております。ただ、

今の計画ですと、逆に受験を控えた現在の中学２年

生の子供たちが仮設校舎で過ごしたまま卒業を迎え

てしまうという状況にもなります。湖西中学校の生

徒が岡崎中学校へ引っ越しし、湖西中学校を並行し

て、その後に工事に取りかかり、完成した後、新し

い小学校を開校すれば、問題なく使用でき、生徒た

ちにとっても負担が少なくなるのではないかと考え

たりもしております。 

 また、仮にですが、湖西中学校ではなく、東小学

校を統合校の校舎にすれば、費用もかなり浮いた上

に、令和10年に開校可能となります。十分再考の検

討の余地はあるのではないかと私は思っております。 

 ちなみに、先ほど通学の負担というお話が出まし

たが、この16億3,000万円の中には、スクールバス

の費用は含まれているのでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育次長。 

○教育次長（鈴木啓二） お答えします。 

 16億3,000万円には、通学手段であるスクールバ

スの費用は含まれていません。 

 基本計画策定時に参考に概算で金額を出しており

ますのでお答えさせていただきますと、現在案、現

在案というのは、湖西中学校のところに東小学校と

知波田小学校を統合、湖西中学校は岡崎中学校に統

合、これが現在案ですけど、そこで距離、小学生で

すと３キロメートル以上、中学生ですと６キロメー

トル以上学校から距離がある子は、例えばスクール

バスで考えたときに対象となる児童数は、小学生で

22人、中学生で10人というところで、その対象人数

をコンサルに相談したところ、年間で約4,000万円

ほどという概算費用を出していただいております。 

 仮に、小学校時代から大規模校に通うようになっ

た場合、こちらも試算しております。例えば、大規

模校の近隣の鷲津小学校、あるいは岡崎小学校に統

合した場合どうなるんだろうか。まだ東小学校と知

波田小学校の児童は200人を超えております。先ほ

ど言った距離、３キロメートル以上離れている子で

対象となる子は全体の約９割の190人が徒歩で歩け

ない距離になります。というところで、費用ですと

年間で約１億6,000万円ほどかかるということもあ

ります。 

 先ほど議員がおっしゃったように、東小学校に統

合したらというところも検討いたしました。そこで

も、やはり知波田の子たちがかなり通学距離が遠く
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なりますので、通学手段に係る費用がかかるという

ことは言えます。 

 今、4,000万円であるとか、１億6,000万円という

お話をさせていただきましたが、これはあくまでも

スクールバスにした場合の費用です。実際には、市

のコーちゃんバスも走っておりますので、その辺は

今、都市計画課と連携して一緒に検討してまいって

いますので、その辺、コーちゃんバスも含めて、交

通手段もいろいろ考えて、例えばコーちゃんバスを

補完するとか、足りないところをスクールバスで走

らせるとかということを今検討しているところです。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 御答弁ありがとうございます。

詳しく分かりました。 

 まとめさせていただくと、コンサルティング会社

が出された金額が4,000万円だった。そして大規模

校にすると１億6,000万円かかるということですね。

それに対して原案だと、4,000万円で済むという言

い方が妥当かどうか分かりませんが、4,000万円、

そして今現在、コーちゃんバスなどを含め、ほかの

方法も検討されているということですね。分かりま

した。 

 これは行政的な考えではなく、民間的な発想かも

しれませんが、単純に今、4,000万円というお話で

したので、この4,000万円を生徒利用数32人で割る

と、１人当たり125万円という計算になります。そ

れでしたら十分こちらも様々な工夫の余地があると

考えております。例えば、地域住民の有償ボランテ

ィアさんを募るですとか、これこそ地域で育て、地

域に学校を支えてもらうという大切にしたいテーマ

にも合致しますし、コミュニティの広がりにもつな

がるのではないかと思います。 

 また、4,000万円の金額だけ考えても、32人だと

したら、タクシーにしたほうが、しかも通常のタク

シーのほうが十分安上がりではないかと私は思って

おります。 

 では、続いて６番です。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○２番（山本晃子） 今回の出生数の急激な減少及

び人口推計の乖離状況を踏まえれば、東小学校・知

波田小学校の統合計画そのものを一度立ち止まって

検討し、見直す必要があるのではないかと思うので

すが、市の見解をお伺いいたします。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 北部地区の学校再編基本計画の策定に当たりまし

ては、子育て世代を対象としたアンケートの実施や

保護者、地域住民との意見交換を重ねてまいりまし

た。そして、そのアンケート結果や保護者、地域住

民などの皆様からいただいた御意見を踏まえ、学校

再編検討委員会で協議をした上で策定したものであ

ります。 

 その基本計画に基づき、既に両校の統合に向けた

湖西中学校の校舎等の改修設計を進めているところ

でありますので、統合の計画を見直す予定はござい

ません。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 分かりました。子育て世代、

地域の住民の方たちのお声によるということですね。 

 ただ私としては、この１億8,110万円、仮設校舎

にこれだけ費用がかかるということを地域の皆さん、

保護者の皆さんが御理解いただいた上なのかという

ことは確認させていただいてもいいですか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 仮設校舎が必要であるということについてはお示

ししているわけですが、そこに１億8,000万円とい

うような、そのような情報のお伝えの仕方はしてお

りません。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 分かりました。仮設校舎の金

額は御存じないということですね。 

 現在、白須賀地区の全世帯に対して、これからの

白須賀地区の小・中学校に関してというアンケート

が取られ集計中のことと思います。急激な人口減少

を考えると、北部地区だけのことを考えるのではな

く、湖西市全体を考えるべきではないかと私は思っ
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ています。白須賀地区で取っているアンケート結果

を待って再検討しても遅くないと考えているんです

が、この点についてはどのようにお考えなんでしょ

うか、教えてください。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 今回、白須賀地区の皆様に取っているアンケート

につきましては、あくまでも白須賀地区の小・中学

校について地域の皆様の御意見を伺ったものでござ

います。 

 したがいまして、北部地区につきましては、学校

再編基本計画に基づき、東小学校と知波田小学校を

統合するという方針に変わりはありませんし、先ほ

ど議員からもありましたとおり、このアンケートを

もって市全体をどうしていくかという方針変更につ

いては考えておりません。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 御答弁ありがとうございます。

残念だなと思っておりますが、私としては、湖西市

では大型の公共施設の改修、建て替えがめじろ押し

の状態です。これは皆様御存じのとおりだと思いま

す。給食センター、湖西病院、体育館エアコン設置、

市役所と多額の予算が必要な案件ばかりです。経済

状況が先行き不透明で、静岡県の財政は、2026年当

初予算が640億円の財源不足、危機宣言レベルとい

う報道があったばかりです。今後、湖西市において

も交付金などの影響が出ることも考えられます。 

 また、現在老朽化により建て替えを検討されてい

る市立湖西病院は、市の一般会計からの繰入金を

2026年までに２億円削減するよう求められ、経営改

革のめどが立つまで新病院の基本構想が中断してい

る状況です。 

 そんな中、せっかくつくった新しい学校が数年で

人数が減ってしまうということであれば、私は何の

ための統合なのか分からないと考えております。 

 限られた財源を有効活用し、子供たちにとって、

湖西市と湖西市市民にとって何が最善か、改めて御

検討いただきたいと要望いたしまして、主題１の一

般質問を終了いたします。 

 では、主題２にまいります。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○２番（山本晃子） 続いて主題２です。市民の安

心・安全を最優先とした埋葬方法の在り方について

です。 

 質問しようとする背景や経緯です。 

 近年、全国的に宗教的理由などから土葬を希望す

る声が一部で見られるようになり、社会的な問題と

なっております。静岡県清水区では、市民が知らな

い間にイスラム教徒の方々による霊園が整備され、

土葬が行われています。そのため、私のところには、

市内外の方々から御意見や御要望、御心配の声をい

ただいております。 

 日本で土葬から火葬へと移行が進んだ理由は、感

染症予防、公衆衛生の観点から火葬が推奨され始め

ました。また、明治時代以降、都市部の人口増加に

伴い、埋葬に必要な土地の確保が困難になったこと

も大きな理由とされ、現代では、社会通念や慣習と

して火葬が定着いたしました。 

 このように日本では、長年、火葬が一般的な埋葬

方法とされており、衛生、環境の観点からも、火葬

が社会的基準となっています。湖西市においても同

様に、地域の文化や住民意識は火葬を前提とし、土

葬という埋葬方法に対しては、心理的な抵抗や不安

感が強く存在しています。 

 このような中で、仮に宗教的理由による土葬の要

望が寄せられた場合、宗教の自由の尊重と地域社会

の安心・安全の両立をどのように図るかが市として

問われることとなります。 

 では、質問の目的です。宗教的な多様性への理解

を示しつつも、市民の安心・安全を最優先に考え、

火葬を原則とする湖西市の埋葬方法を改めて明確に

することを目的としています。 

 また、将来的に宗教的配慮を求める要望があった

場合にも、衛生・環境面の安全性を損なうことがな

いよう、市として主体的な判断基準と対応方針を整

理しておく必要があると考えます。 

 これにより、市民が不安や誤解を抱かないよう、

事前の説明責任と情報発信の在り方を整理すること

を目的としております。 
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 質問事項に入ります。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○２番（山本晃子） 質問事項１、湖西市における

墓地埋葬に関する条例や指針は、火葬を前提として

運用していると理解してよいでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 本市における墓地埋葬に関する条例や指針につき

ましては、「墓地、埋葬等に関する法律」を上位法

令としまして、「湖西市墓園条例」「湖西市墓地等

の経営の許可等に関する規則」などを制定し、運用

を行っています。 

 このうち、「湖西市墓園条例」及び「同施行規則」

につきましては、市営利木望園の設置や管理につい

て定めたもので、焼骨の埋葬以外の目的での利用を

禁じ、火葬を前提としたものとなります。 

 一方、「湖西市墓地等の経営の許可等に関する規

則」及び「同取扱要領」につきましては、上位法で

あります「墓地、埋葬等に関する法律」の規定に基

づきまして、市が市内で墓地を経営しようとする者

に対し許可を出すための基準を定めているもので、

今のところ上位法が火葬のみを前提とした規定とは

なっていないことから、本市の規則や要領につきま

しては、法令の趣旨に沿って運用を行っているとこ

ろであります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） 御答弁ありがとうございます。 

 利木墓園は焼骨と決められていて、火葬の埋葬以

外は禁止。湖西市墓苑等の経営許可等に関する規則

は、上位法に基づいているため、土葬は禁止にはな

っていないということは理解しました。ありがとう

ございます。 

 ２番目に移ります。 

○議長（神谷里枝） はい、２番目。 

○２番（山本晃子） 仮に宗教的理由で土葬を希望

する方々が現れた場合、どのような法的根拠や行政

的対応を想定されているのでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 土葬の許可は、「墓地、埋葬等に関する法律」の

規定により、死亡届を受理した地区町村長が行うこ

ととされています。 

 今のところ土葬を希望される事例はありませんが、

死亡届を出された御遺族様が、お亡くなりになられ

た方の土葬を希望された際には、埋葬許可の申請を

受理した後に、「土葬を希望されている墓地が本当

に土葬の許可を受けているかどうか」、さらには

「現に土葬が行われた際に公衆衛生上の観点から支

障がないと考えられるか」などを確認し、その上で

慎重に検討を進めていくことになると想定しており

ます。 

 なお、御遺族様が希望される墓地が市外に所在す

る場合には、墓地が所在する市区町村に照会し、確

認することとなります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。支障

がないかということを慎重に検討していただくとい

うことは理解しましたので、ぜひお願いしたいです。

それに併せて、市民感情もお忘れなくお願いしたい

と思っております。 

 続いて、３番に。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○２番（山本晃子） ３番、湖西市として市民の安

心・安全、市民感情を最優先する観点から、今後も

火葬を原則とする運用を明確にしていくお考えはあ

りますか。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 議員御指摘のとおり、市の墓地、埋葬に関する行

政上の取扱いは、公衆衛生の観点から、市民の安

心・安全を重視して対応すべきであると認識してい

るところでございます。 

 先ほど申し上げました市営利木墓園の運営につき

ましては、火葬後の焼骨を埋蔵する施設として、そ

の方針を変更する考えはございません。 

 一方で、「墓地、埋葬等に関する法律」において、

「国民の宗教的感情に適合すること」「公共の福祉

の見地から支障がないこと」なども要請されている
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ところであり、公衆衛生に対し十分配慮した上で、

法の趣旨にのっとり適切に運営していくことが重要

であると考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。市民

の安心・安全、公衆衛生ということをきちんと確認

の上運用していただけるということを確認できてよ

かったと思っています。 

 ただ私としては、実際に土葬を禁止している自治

体もありますし、利木墓園が火葬を前提とされてい

るのであれば、ぜひ、湖西市墓地等の経営許可等に

関する規則にも火葬とするとしていただきたいなと

思っているところです。 

 現時点では、火葬に絞った運用を明確にするとい

うお考えはないということですが、また重ねてなん

ですが、くれぐれも公衆衛生、環境状況、市民感情

を一番にお考えいただきたいと思います。 

 では続いて４番に。 

○議長（神谷里枝） はい。最後の質問ですね。 

○２番（山本晃子） ４番、今後、土葬の要望や問

合せがあった場合に備えて、湖西市として埋葬方法

は火葬とするという独自の判断基準や対応方針を整

理しておくお考えはありますでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 環境部長。 

○環境部長（内藤健作） お答えします。 

 一部繰り返しにはなりますが、市としましては、

墓地、埋葬等に関する法律の趣旨である「埋葬等が

国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生、その他

公共の福祉の見地から支障なく行われること」が重

要であると考えています。 

 現時点では、法律上、土葬が完全に規制されてい

るものではございませんので、今後も法令を適切に

運用していくよう努めてまいります。 

 一方、昨今、全国で土葬に端を発したトラブルが

報道されていることは、市としても承知しておりま

す。今後につきましても、土葬に関する国の動向や

国内情勢などの情報収集を進めつつ、公衆衛生に支

障を及ぼすことのないよう適正に運営をしてまいり

ます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 山本議員。 

○２番（山本晃子） ありがとうございます。報道

等によってトラブルが起きていることを承知されて

いるということが分かって、少し安心いたしました。

おっしゃっていただいているように、市民感情にも

ぜひ寄り添っていただければと思います。 

 各地で起きているこの土葬を巡る問題に関して、

市民の関心が高く、特に静岡県内、静岡市清水区に

既に土葬の霊園ができているということに関して、

身近な問題として心配されています。実際、私もそ

ちらの地域を訪れましたが、開かれた環境とは言い

難く、不安に感じるのも理解ができました。 

 現在、日本における火葬の割合は99.98％である

という現実があります。そして、日本には、郷に入

れば郷に従えという言葉があり、海外で暮らす日本

人は、当然ながらそのように暮らされています。 

 日本を愛し、この地で埋葬されたいと思われるの

であれば、しきたりに従うことは当然のことだと考

えております。 

 11月27日に、我が参政党の梅村みずほ参議院議員

が厚生労働委員会において、原則土葬禁止を求める

質疑をいたしました。上野厚生労働大臣の御答弁で

は、地域の実情を踏まえつつ、御答弁をそれぞれの

自治体においてお願いできればと考えていますとの

ことでした。 

 本来国がかじを切るべきと私も思っておりますが、

最後にこのことを申し添え、今後の御対応に大いに

期待して、私の一般質問を終了させていただきます。

ありがとうございました。 

○議長（神谷里枝） 以上で、２番 山本晃子議員

の一般質問を終わります。 

 ここでお昼の休憩といたします。再開を13時とさ

せていただきます。 

午前11時59分 休憩 

───────────────── 

午後１時00分 再開 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて会議を再開しま

す。 

 午前中に引き続き一般質問を行います。 
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 次に、８番 三上 元議員の発言を許します。８

番 三上 元議員。 

  〔８番 三上 元登壇〕 

○８番（三上 元） 三上 元です。待ちに待った

一般質問がやってまいりました。 

 まず、千葉県匝瑳市から学ぶ避難タワーの劣化の

問題を質問いたします。 

 湖西市でも2011年の東日本大震災における大津波

の教訓から、３基の避難タワーを建設しました。鉄

骨タワーの耐用年数は50年くらいかなと私は思って

いたわけですが、しかし今年10月に匝瑳市の避難タ

ワー３基のうち１基は、建設の翌年から劣化が見つ

かり、毎年の点検と修理を重ねたものの、９年間で

使用を中止する事態になったと、これは２年前の話

なんですが、うっかりしていまして、私は今年のテ

レビで初めて知ってびっくりしたわけでございます。 

 あまりにも想定外のことにびっくり仰天しました

ので、インターネットで調べたり、ＣｈａｔＧＰＴ

に調べさせたり、匝瑳市に電話もいたしました。気

持ちよく答えてくれました。聞いてみると、昨年４

月１日から使用を停止し、市長は業者への損害賠償

を要求しないと判断したようです。議会側から何の

追及も一般質問もないんですかと言ったら、一般質

問にもないというのが、これも私には疑問が残りま

した。 

 現在、匝瑳市は建て替えを検討中であるというこ

とでございます。この事例は、湖西市においても、

避難タワーの維持管理を見直す重要な示唆を与える

ものであり、教訓として十分に把握しておくべきだ

と痛感いたしましたので、ここで質問いたします。 

 質問の目的は、避難タワーの定期点検の実施状況

並びに早期劣化が発生した場合、湖西市としての対

応の方針について、現時点でどう考えているのかを

お伺いしたいと思います。 

 質問事項、一つ、避難タワーは何年ごとに点検し

ていますか。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。危機管理監。 

  〔危機管理監 山本健介登壇〕 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 本市の避難タワーにつきましては、専門業者によ

る定期点検は実施しておりませんが、年に１回程度、

職員が現地を巡回し、安全性の確認を行っておりま

す。 

 また、年に３回の防災訓練では、市民の皆様に実

際に避難タワーを御利用いただいており、その際に

異常が見つかった場合には市へ御連絡をいただくな

ど、市と市民の皆様とで日頃から状態を確認し、安

全な運用に努めております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） 市の担当者が見ていることと、

市民が年１回、訓練で来ていると、しかし、匝瑳市

のケースを見ると、それでいいのかなという疑問が

残りますが、専門家の判断なしでも、我が市の職員

は問題が把握できているという自信を持っているの

でしょうか。 

○議長（神谷里枝） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 設計上、鉄骨造りではメンテナンスにおきまして

は、50年で３回程度ということをお聞きしておりま

すので、その間につきましては、おおむねさびの状

態、塗装状態など、簡易な点検、安全確認で大丈夫

ではないかと考えておるところから、市の職員とそ

れから御利用いただいた市民の皆様からの報告で賄

っていると考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） ２番目に行きます。 

 何と何を点検するのかという内容の定めはござい

ますか。 

○議長（神谷里枝） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 点検項目につきましては、階段、避難デッキ、フ

ェンスのそれぞれにつきまして、塗装の状態、さび

の有無、ねじの緩み、ひび割れなど、安全に影響す

る部分を目視で確認しております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） 分かりました。 
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 匝瑳市のケースも素人でも分かる劣化が１年で発

見されたそうでございますから、ねじとか塗装の状

況、ひび割れの状況ぐらいで確かに十分なのかなと

も思います。 

 ３番目の質問に行きます。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○８番（三上 元） これまでの修理実績はありま

したか。あるいは、どの程度の費用がかかりました

か。 

○議長（神谷里枝） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 市が設置しました避難タワーは３基ございますが、

いずれもこれまで本体となる構造物の修理を行った

実績はございません。 

 一方で、照明灯など、附帯設備につきましては修

理を行っておりまして、直近では、令和６年度に、

わんぱくランド津波避難タワーの照明灯１箇所の修

理とフェンスの補修を実施しております。 

 費用につきましては、両方合わせて46万4,200円

となっております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） 了解しました。 

 ４番目、今後の点検や修理の予定についてはどの

ようにお考えですか。 

○議長（神谷里枝） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 今後につきましても、毎年実施しております点検

を継続し、その結果を踏まえて、必要な修繕を行っ

てまいります。 

 あわせて、安全性に影響するような緊急性を要す

る問題が生じた場合につきましては、点検の時期に

かかわらず、速やかに対応してまいります。 

 さらに、施設をできるだけ長く安全に使い続けて

いくため、専門家による計画的な点検の実施を予定

しております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） 今、最後に専門家の点検を考

えていると言いましたが、考えているだけでは困る

んですね。どのぐらいの周期で専門家に頼もうかな

と、それまでは毎年は職員のレベルでもそれなりの

ルールの下に点検するからいいんですが、専門性の

あるそれなりの信頼する人に、何年に１回ぐらいと

いうような計画すらないのかどうかをお聞きしたい。 

○議長（神谷里枝） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 先ほど答弁でも触れさせていただきましたとおり、

50年の間に３回程度のメンテナンスが必要であると

お伺いしておりますので、おおむね15年から20年ぐ

らいのスパンの間に、まず最初の１回目の点検を行

いまして、その点検の結果を踏まえまして、２回目、

３回目、劣化の進行の具合等を見ながら、業者さん

と話をしまして、計画を練り直したいと考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） 分かりました。 

 ここですぐ答弁しなくてもいいんですが、10年か

ら20年後に専門家に頼みたいと考えていると、私の

期待としては、まず50年に３回と言ったならば、15

年目にはまず行いますと、その次はその10年後に行

いますとか、何かそれぐらいの答弁を期待したんで

すが、ぼやっととした15年から20年というのは、ち

ょっと不満の回答なんですが、何年だということは

まだ言えない段階なんでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 私どもといたしましては、先ほど答弁させていた

だきましたとおり、おおむね15年を目安にはやりた

いと考えております。ただ、先ほど申しましたとお

り、劣化の進み具合によりましては、それよりも早

くなったり、もしくはもう少し遅くなったりという

こともあろうかとは思いますが、まずは15年目で考

えたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） 分かりました。まずは15年と

いう言葉をいただきましたので、私もその頃まだ生

きているかどうかは分かりませんが、注意して見て
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いきたいと思います。 

 ５番目に移ります。 

 建設時の契約書における避難タワーの耐用年数の

記載や無料修理期間の定めはございますか。 

○議長（神谷里枝） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 現避難タワー３基の耐用年数につきましては、契

約書の中に明確な記載はございません。 

 無料修理（瑕疵担保）の期間につきましては、契

約書の建設工事請負契約約款に記載がございまして、

避難タワーにつきましては、工作物に該当するため、

引渡しの日から１年間と定められております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） 先ほど、50年ぐらいはもつだ

ろうという想定の下に、50年に３回はやりたいと、

そして15年目にはまず１回目をやりたいという回答

が今、出たにもかかわらず、１年の保証期間という

のは、50年が想定されてるときに、あまりにも短い

ではないですか。だとしたら、今からでも何か契約

を少しできないかというような交渉はできないんで

しょうか。 

○議長（神谷里枝） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 こちらにつきましては、民法の規定によるもので

あるため、妥当であると認識しております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） 気になる答弁ですね。民法に

あるから妥当だと、これは民法を変えないとずっと

変わりませんよ、法律は時代が変わったら変わらな

ければならないものが法律ですから、今、民法にあ

るから妥当だという表現は、これからもずっと民法

は変えないんだという前提のような、ちょっと理解

できない答弁で不満でありますが、私は法律ことを

言っているんじゃない。今からでも遅くないから、

何年は保証できませんかとか、あるいは無料じゃな

くてもいいですよ、有料でもいいけれども、こうい

うルールなんだという、１年以降はもう全く関係な

いということに対して、追加で見直しという交渉は

できないかという質問です。 

○議長（神谷里枝） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 民法上の瑕疵担保責任を永続的にやるという場合

につきましては、恐らくですが、双方の合意が必要

になるかと思います。そこを契約で見直すという場

合につきましては、恐らく、担保をどういうふうに

取るのかというところになるかと思いますが、その

場合につきましては、業者から事前にそこを見込ん

だ設計費用や何かになるのではないかと思われます。 

 すみません、ちょっと法律論になってしまうので、

私のほうでそれが正しいかどうかはちょっと分かり

かねますが、基本的には民法の規定によるものであ

るということが妥当であると考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） いわゆる動かさなければなら

ない機械ですと、有料の保守点検期間というのを大

体契約されます。例えば、環境センターの設備に関

しては、定期点検をして、その定期点検も有料であ

るというメンテナンスの有料契約です。だから鉄骨

で建っているタワーですから、機械じゃないから動

かすこともない、単なる劣化だけですから、こうい

う別な協定などということは、多分例がないのかな

と、匝瑳市にもそういうものがなかったんだと思い

ます。 

 大変不満な回答ではありますが、ここで５番目の

質問を終わります。 

 ６番目。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○８番（三上 元） 匝瑳市の事例を踏まえて、本

市として感じたこと、あるいは今後改善すべきだと

考えること、この教訓はございますか。 

○議長（神谷里枝） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 今回の匝瑳市の事例は、報道機関からの問合せに 

対しまして「原因不明」と回答されているとのこと

でありますが、報道機関等からは、塗料や塗装方法

に問題があったのではないかという指摘がなされて

おると聞いております。 
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 本市では、匝瑳市の事例と同じ塗料や塗装方法を

用いて施工してはおりませんが、万が一にも、本市

において同様の本体構造に対する早期劣化が発生し

た場合につきましては、できるだけ早く施工業者に

原因の調査を依頼いたしまして、劣化が進む前に修

繕を行うなど、状況に応じて迅速に対応する必要が

あると改めて認識したところであります。 

 今後も施設を安全に利用していただけるよう、引

き続き適切な維持管理に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） 今、回答にあったとおり、報

道機関への正式な説明は、原因不明ということだと

思います。匝瑳市に、失礼かもしれないけど、聞い

てみましたら、２つのタワーは同じ業者に頼んだん

だそうです。塗装のやり方を違うやり方でそれぞれ

を発注したんだそうです。そうしたら、片方は劣化

しないのに、もう片方は劣化した。それは一般的な

塗装方法でない新しいやり方の提案を受け、やって

みようかという決心をして、結果は失敗したわけで

す。そこまで報道機関には発表していないかもしれ

ませんが、私がちゃんと身分を名乗って質問したと

ころ答えてくれたわけです。 

 ということは、私が今回これから得た教訓は、新

しい技術に乗るときは、それなりの検証がなくてい

けないと、ちゃんとした機関の検証があって、まさ

にワクチン騒動があったけど、私はワクチン打ちま

せんでしたが、あまりにも簡単な検査で十分な検証

をされていないワクチンだから、感染で死ぬなら本

望だけど、ワクチンで死んだんじゃ俺は浮かばれな

いと、断固受けないと決心し、ときの健康福祉部長

にこういう本があると、私が尊敬する医者の見解は

こうだと言ってお伝えをしました。ですから、新し

いものを導入するときの慎重さが匝瑳市には欠けて

いた。これをぜひ教訓にしていただきたい。どちら

かと言うと、私は新しいものに乗るのが好きなほう

なんですが、こういう技術の問題で実績がないもの

に関しては、やたらに乗ってはいけないぞというの

が教訓だと思いますけど、いかがでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 危機管理監。 

○危機管理監（山本健介） お答えいたします。 

 議員のおっしゃることも理解はできました。ただ、

設計に当たりましては、それぞれその時々に応じて

いろいろなやり方も新たに出てくるものもあろうか

と思いますし、実績があるもの、ないものもいろい

ろあるかと思います。 

 その点につきましては、設計の段階で慎重に精査

いたしまして考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） これ以上聞いても次の回答は

期待できないと思いますので、渋々ここで終わりた

いと思います。 

 ２つ目の質問に移ります。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○８番（三上 元） 各種審議会や議会、あるいは

議会における各種会議の透明度を高めたいと思って

います。そのテーマでの質問です。 

 質問しようとする背景や経過でございますが、私

が所属している議員定数等見直し特別委員会におい

て、議員報酬の見直しについて議員間討議を重ね、

議員報酬の具体的な審議については、湖西市特別職

報酬審議会に委ねられたわけでございます。議員の

報酬に加え、市長や副市長、教育長の報酬について

も審議され、この特別職報酬等審議会は13年ぶりに

開催されたと承知しております。 

 市長や議員の報酬がどのように見直されるのか、

その結果、議員の成り手不足解消につながることを

期待している立場から、この報酬審議会の役割は非

常に重要だと思っております。特に、特別職、議員

や市長の報酬の見直しに当たっては、関心の高い市

民は多いと思います。 

 本会議や一部の会議を除き、非公開で行われてい

る議会の会議もありますが、原則は透明性が高くな

ければなりません。今後、開かれた透明度の高い行

政運営を目指すのであれば、市民への説明責任、会

議原則公開、この市の姿勢は大切だと思っておりま

す。 

 民主主義の基本、国民主権の基本、それは審議の
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途中も市民や国民に知らせる義務があるということ

でございます。途中経過を知ることが政治への関心

を高め、投票率向上につながると思っております。 

 それで質問の目的であります。主権者である国民

には知る権利があり、それを具体的に示す行為が各

種会議を傍聴する権利だと思います。その権利を可

能な限り高めたいと思っての質問です。 

 そこで、この報酬審議会は傍聴を許さないとした

今回の事案をきっかけに、どのようなときに傍聴を

認めないのかについて、その原則をここで明らかに

していただきたいと思って質問しております。 

 そしてもう一つは、今後の報酬審議会答申後の進

め方についてもお伺いしたいと思います。 

 質問事項１、各種審議会の開催は市のホームペー

ジで市民に知らせていますか。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えします。 

 条例に基づき設置している審議会は12あり、その

うち会議を全て公開しているものは、10の審議会で

す。原則、開催日程を事前に市のウェブサイトでお

伝えするとともに、報道機関に情報提供しておりま

す。 

 特別職報酬等審議会のように、会議を非公開とし

ているものは、審議会終了後に開催した旨をウェブ

サイトに掲載しているところです。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） 12のうち２つが非公開だと、

今、回答がありましたが、２つの非公開の審議会も

ホームページで開催についてはちゃんと知らせてい

るということでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えします。 

 特別職報酬等審議会につきましては、今、審議会

の途中でございまして、そちらについては、当初の

ときは、報道機関の皆様に御連絡をしたところです。

非公開ということでありましたので、そちらの審議

会については、審議会全て終了後に、そういった旨

も全て、どういった内容であるかというようなとこ

ろを公開していくことで考えております。 

 もう一つの審議会につきましては、個人情報を取

り扱う審議会がありまして、個人情報部分について

は公開していないというところがございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） ちょっと確認します。非公開

の審議会は日程も非公開である。いつ終わるかも分

からない。これが市民への告知という状況ですか。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えします。 

 特別職報酬等審議会につきましては、開催日時に

つきましてはまだ報告をしておりません。今度12月

26日、今月行われますが、そちらで最終になります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） 事情があって非公開は理解で

きますが、日にちも分からず、終了の日にちも知ら

せない中で進んでいて、終わったときだけ後に知ら

せるというのは、民主主義の原則から言うと、どう

もそれでいいのかなという疑問が私にはあります。

非公開という意思決定をするときもあると思います

が、日程及び終了予定日ぐらいは、こういう審議会

がスタートした、非公開ではあるけれども、このよ

うな日程で進み、いつ頃答申の予定であると、答申

は、頃しか言えないと思いますけれども、そのぐら

いの発表がなぜできないのか、私には理解できない。 

 もう一回、今の私の解釈で間違いないのかどうか

をお聞きしたい。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えします。 

 現在行われている審議会では、そのような取扱い

ということですが、そういったことも踏まえて、今

後検討していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） 今、最後の言葉で、多少私の

怒りは収まりました。今はそうだけど、次からは検

討したいと、ただ、前向きにという言葉が足りない

ですね。前向きに検討していただけるのかどうか、

民主主義の基本だという形でもう一度質問します。 
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○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えします。 

 前向きに検討いたします。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） いつになく強い言葉でお答え

いただいたことに、私は大変満足して、次の質問に

移ります。 

 ２つ目、特別職報酬等審議会は当市でも過去に開

かれておりますが、過去の審議会で傍聴者はいまし

たか。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えします。 

 過去の審議会につきましては、非公開で実施して

おりました。当時傍聴を希望された方がいたかどう

かにつきましては、記録が残っておらず、確認する

ことはできませんでした。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） 多分、前の特別職報酬等審議

会は、私が市長だったときだと思います。そして、

私の記憶では、80歳になりましたので記憶が間違っ

ている可能性はあるんですが、非公開だという意思

決定をした記憶がないんです。ただし、傍聴の要望

もなかったようなので、結果として、傍聴者なし、

非公開だったというふうに結果としてなった、この

ように理解しておりましたので、私がその審議会に

全て出たかどうかの記憶が定かでありませんのでお

聞きした次第です。傍聴者はなかったということで

すね。分かりました。 

 次、行きます、３番目。 

 近隣だけで結構ですが、特別職報酬等審議会は傍

聴を認めていないところが多いのか、少ないのか、

できたら傍聴しているところはどの市だよというこ

とが分かれば教えてください。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えします。 

 本市を除く静岡県西部には７市ございます。直近

の特別職報酬等審議会を非公開としているのは５市

となっています。 

 公開をしているところは浜松市と袋井市です。磐

田市、掛川市、御前崎市、菊川市、牧之原市は非公

開で行っているというところでございます。 

 現時点で非公開としている市が多い状況にござい

ます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） 分かりました。今、浜松市と

袋井市は傍聴を認めているとお伺いしました。しか

し、７市のうちの２つですから少数派であります。

湖西市は、多数なるがゆえに多数派に同調したと考

えればいいんでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えします。 

 そういうわけではございませんが、特別職報酬等

審議会の内容について、今回、議員の御質問があり

ましたので、各委員、各自治体のところにも御確認

したところ、この後に答弁させていただきますが、

いろいろな市の政策であるとか、計画であるとか、

そういった市民に大きく影響を与えるような類いの

審議会については公表しておりますけど、一方で、

給料であるとか、限られた議員の報酬であるとか、

そういったところについては、途中、いろいろな公

表のときに、審議会の最中にいろいろなことが伺わ

れるということで非公表にしているところが多いと

いうことでした。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） いろいろ理由はそれぞれの市

にあるだろうと思いますが、私は端的に質問したん

です。多数派に従ったのか、そうでないのかと質問

したんです。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えします。 

 そうではありません。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） 多数派に従ったわけではない

ということは重要であります。ぜひ、少数なりとも、

本来の民主主義からいって正しいと思ったら、そっ

ちの方向に進んでいただくことを、総務部長という



９８ 

よりも、市長、副市長にお願いして、この質問は終

わります。 

 ４番目に移ります。特別職報酬等審議会の答申後

には、市民の意見を聞く手続、パブリックコメント

というものを通常は行っているはずだと思います。

特に、市民の関心が高そうなものはいろんな意見が

出そうですから、ぜひとも聞くべきだと思いますが、

特別職報酬等審議会答申の後、パブリックコメント

をやる予定になっているのかどうかについて、まだ

発表されていないと思います。それについていかが

でしょう。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） ４番目の質問でよろしい

でしょうか。それではお答えします。 

 審議会の答申を受けた後は、その内容を踏まえま

して、市としてどのように反映するかを検討いたし

ます。報酬等の改定が必要と判断した場合には、条

例の改正につきまして、また議会で御審議いただく

ことになります。 

 パブリックコメントにつきましては考えておりま

せん。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） これは一般質問なので、私の

意見を言う場所ではないわけですが、このような案

件はかなりの人が関心があり、またそれぞれの意見

が分かれる案件だと思います。特別職報酬等審議会

も全員一致のはずはないと、推定いたしております。

いろんな意見がある中で、多数として答申が出され

ると思います。 

 今のところ、パブリックコメントをする手続にな

いと、考えていないとおっしゃったわけですが、今

からでも遅くありませんので、ぜひ方針を変更して、

市民の意見、主権者の意見を聞く手続を取ろうでは

ないかと方針を変更することを希望して、この質問

を終わります。 

 ５番目、今回の特別職報酬等審議会は傍聴を認め

ませんでしたが、審議会の議事録全文を閲覧できる

ようにするのか、それとも要点だけの経過説明の要

点というものになるのか、どちらでしょう。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えします。 

 現在、審議会は開催中でございます。最終的な答

申はまだ出ておりませんけども、答申には、審議会

での議論の内容や答申に至った経緯、その他、審議

会で出された意見を盛り込む予定でございます。そ

の答申を公表する予定でございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） 分かりました。 

 民主主義の基本は、議論の経過も報告し、もちろ

ん結論を報告する。こういう手続が基本だと思いま

すので、できるだけ少数意見も含めて、裁判所もそ

うですね。大法廷では必ず少数意見というのを書か

れた中での判決が行われます。ぜひ、この特別職報

酬等審議会も、勝手の推定ではありますが、いろん

な意見が出たはずだと思っておりますので、その反

対意見等もちゃんと記載して、このような経過で審

議会は意思決定をしたと。当然、票数があると思い

ますから、何票対何票かの発表もしていただければ

幸いです。１票差かもしれない、大多数かもしれな

い、これもすごく市民の関心事ではないかと思いま

すが、その点に関してはいかがですか。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えします。 

 現在、まだ審議会中ということでございますので、

また委員の皆さんの御意見を踏まえまして、答申書

と併せて公表の方法を検討していきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） できるだけ透明性の高い経過

と意見、少数意見も含めて、票数も何票対何票か、

このぐらいのことは当然という形で発表していただ

けることを期待して次に移ります。 

 ６番目、一般市民から選ばれた委員の多くは、傍

聴者がいると本心を言えなくなってしまう可能性が

高いと考えると、非公開が原則になってしまいます。

この基本的な考え方を改めて、審議会は原則公開で

ある。浜松市や袋井市のように。だが、委員の中で

１人でも傍聴はやめてほしいと申し出たときには、



９９ 

それに従う。こういう方向はいかがでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えします。 

 審議会の目的は、委員から多角的な意見をいただ

きながら報酬等の額について審議を行うことにある

と捉えております。委員がそれぞれの立場から忌憚

のない意見を出せる状況を確保することが重要だと

考えております。 

 今後、特別職報酬等審議会を原則公開とするか、

非公開とするかにつきましては、現在の委員の意見

を踏まえ、市として判断していきたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） 答弁承りました。私には少し

不満は残りますが、次に移りたいと思います。 

 ３番目の主題に移ります。時間が少なくなりまし

たので、１、２、３ではなくて、一括して質問いた

します。 

○議長（神谷里枝） 三上議員、ちょっとお待ちく

ださい。暫時休憩とします。 

午後１時40分 休憩 

───────────────── 

午後１時41分 再開 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて会議を再開しま

す。 

 通告どおりに一般質問を行ってください。 

○８番（三上 元） では、通告どおりにいたしま

す。 

 20年前に全国的な話題となったのが市長の退職金

でございます。私の記憶では、今治市長が市長にな

った後、彼は中小企業の社長でした。うちの会社で

こんな退職金は40年勤めた人間に払ってると、それ

を４年ごとにもらうというのはとてももらえないと

言って全国的な話題になりました。そのことを覚え

ていた私は、市長の退職金は高過ぎるという形で市

長選のテーマにしたわけでございます。 

 質問の目的は、市長の報酬が審議の対象であるな

らば、報酬の一部である退職金に関する情報も審議

会に正確に伝えることが重要だと考えました。その

ように情報提供されているかというのがお伺いした

い質問です。 

 質問１、市として、退職金も報酬に含まれている

との認識をしておりますか。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えします。 

 大きく見れば、期末手当や退職手当も報酬に含ま

れると考えますが、特別職報酬等審議会において審

議するものは、条例上、市長等の給料となっており

ます。今回は、近年の物価高騰や一般職給料の上昇

といった社会情勢の変化を踏まえ、給料の額につい

て意見を諮問しております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） 分かりました。 

 ２つ目の質問です。20年前に全国的な議論となっ

た背景や湖西市や近隣自治体の対応など、参考とな

る情報を審議会に提供している状況はないと理解し

てよろしいですか。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えします。 

 委員には前回の審議会の答申を情報として提供し

ており、その答申において、退職手当の廃止につい

て言及があった旨はお伝えしております。 

 なお、現在の県内自治体におきまして、退職手当

を廃止している自治体はなく、支給の際に減額して

いる自治体もほとんどないことから、改めて当時の

情報は提供しておりません。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） 分かりました。 

 次、３番目の質問です。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○８番（三上 元） 議員の成り手不足の理由の一

つとして、議員報酬の低さが指摘される中で、単純

に議員報酬を上げるなら市長の報酬も上げようとい

うバランス上から考える委員が何人かいると思いま

す。そのような点について、市としては審議会に、

議員の報酬と市長の報酬との問題をどのような形で

提供していますか。 



１００ 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） お答えします。 

 市長等特別職の給料の審議等議員報酬の審議は、

前提が異なるため、別々のものと考えております。 

 そのため、説明もそれぞれ別に行い、審議の時間

も分けて実施をしております。 

 また、判断の材料が異なることから、議員報酬を

上げるから市長等の給料を上げるといった連動はし

ないものと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） 分かりました。別々な形で論

じてもらっていると、だから片方の報酬と片方の報

酬のバランスを考えるというようなことは審議会の

委員はないはずだと、こう回答したと理解していい

ですか。 

○議長（神谷里枝） 総務部長。 

○総務部長（太田英明） はい、そのとおりでござ

います。 

 諮問の前提に、市長におきましては、近年の物価

高騰とか、一般職給料の上昇といったこと、社会情

勢の変化を踏まえたものでございまして、議員報酬

につきましては、成り手不足の解消や定数見直しの

検討とか、そういったところが前提で今審議が行わ

れておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（神谷里枝） 三上議員。 

○８番（三上 元） 分かりました。ただ、まるで

別な次元で考えてくださいねと言うならば、１回目

の審議会、２回目の審議会に分けて、まずは議員だ

けの報酬の審議会をお願いし、改めて、その他特別

職、市長などの論議をしていただくというふうに、

全く分けた方が影響力が両方にないという形は取れ

ますが、一緒にしましたので、一緒に考えざるを得

ないという予想をどうしても考えてしまって、これ

は推定でありますが、バランスを考えてしまう委員

が絶対出てくるというのを懸念していますが、今、

既にそういう形になってしまいましたので懸念はあ

りますが、進行を慎重に見守りたいと思います。 

 私の一般質問をこれで終了いたします。ありがと

うございました。 

○議長（神谷里枝） 以上で、８番 三上 元議員

の一般質問を終わります。 

 ここで、ちょっと早いですけども暫時休憩とし、

再開を14時といたします。 

午後１時47分 休憩 

───────────────── 

午前２時00分 再開 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて会議を再開しま

す。 

 次に、12番 楠 浩幸議員の発言を許します。12

番 楠 浩幸議員。 

  〔12番 楠 浩幸登壇〕 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 改めまして、こんにちは。12

番 楠 浩幸でございます。今回は一般質問最終日、

とりでございますけれども、私、14年議員をやりま

して、最終日に一般質問をやるのは初めてやるんで

すけれども、そんな中ではありますけれども、今回

も元気に一般質問させていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

 主題は、ＥＢＰＭに基づく不登校支援の検証とオ

ルタナティブ教育による学びの多様化の推進につい

てでございます。なかなか聞き慣れない言葉が続い

ているんですけれども、中でおいおい説明しながら

お話を進めていきたいと思います。 

 近年、不登校児童生徒が増加傾向にございまして、

湖西市におきましても、令和２年度の87人から、令

和６年度には194人と倍増していると伺っておりま

す。主な要因は、無気力であったり、不安というよ

うな心理的な要因が大半を占めており、個別支援体

制の強化と多様な学びの確保が喫緊の課題でござい

ます。 

 教育委員会では今年度から、校内教育支援センタ

ーを設置し、支援体制を拡充する方針を示されてお

りますが、その効果の検証や成果指標の設定など、

ＥＢＰＭ、ここでちょっとなかなか聞き慣れない言

葉なんですけども、これはエビデンス・ベースド・

ポリシー・メイキングと言うらしいんですが、直訳

すると、根拠に基づく政策形成と言われております。
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これは内閣府が推奨、2017年ですかね、もちろん文

部科学省のほうからもＥＢＰＭについてはホームペ

ージに掲載がございました。この観点が十分ではな

いのかなと感じているところなんです。 

 また、学校復帰が困難な児童生徒につきましては、

既に行われていますけれども、フリースクールです

とか、特色のある小規模の特認校など、オルタナテ

ィブ教育を通じた多様な学びの機会を制度的に整備

することが求められております。 

 次期教育振興基本計画の策定にあたり、教育行政

のＥＢＰＭ化と学びの多様化を一体的に推進する必

要があると考えます。 

 今回の質問は、不登校児童生徒の増加を背景に、

教育支援体制の実効性と政策効果をＥＢＰＭの観点

から検証して、教育政策の改善に資するデータ活用

型の仕組みを構築することを目的とします。 

 あわせて、学校への復帰に限定しない学びの継続

支援を推進し、フリースクールや特色のある小規模

特認校など、オルタナティブ教育を通じた多様な学

びの選択肢を整備することによって、全ての子供た

ちが自らのペースで学び続けることができる環境づ

くりの実現を目指してほしいと考えまして、今回の

一般質問を行います。 

 これらの取組を、また次期教育振興基本計画に反

映させて、ＥＢＰＭに基づく教育行政の確立と、学

びの多様化の推進を一体的にしてほしいと考えてお

ります。 

 それでは１問目に入ります。よろしいですかね。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○12番（楠 浩幸） ＥＢＰＭに基づく教育行政の

在り方についてお伺いします。 

 現行の第２次教育振興基本計画、私、最近紙を使

っていないのでデータで申し訳ないんですけど、こ

れです。ここには、２ページに計画の位置づけとい

う項目がありまして、一番上には総合計画があって、

その下に教育振興基本計画があって、その下に、生

涯学習ですとか、スポーツですとか、図書関係、文

化などの分野別の推進計画の記載がございます。 

 ただ、この中で、一方で、幼児教育も含めてなん

ですけれども、学校教育分野における具体的な推進

計画ですとか、実行計画が策定されていないように

思うんです。実際にホームページを確認したんです

けども、策定されていないんじゃないのかなと思い

ます。 

 そのため、教育委員会がどのような根拠に基づい

て施策を選択して、どのように成果を検証している

のか、市民や私たち議会からも見えにくい構造とな

っているのではないでしょうか。ＥＢＰＭの観点か

ら、教育施策の立案と検証の仕組みをどのように構

築しているのか、伺いたいと思います。 

 また、次期、第３次になるかと思うんですけれど

も、教育振興基本計画において、学校教育を中心と

した実効性のある推進計画の策定及びＫＰＩ体系の

設定を行うのかどうなのかというようなこと、考え

方について見解を伺いたいと思います。よろしくお

願いします。 

○議長（神谷里枝） 登壇して答弁をお願いいたし

ます。教育長。 

  〔教育長 松山 淳登壇〕 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 ＥＢＰＭの観点によります教育施策の立案・検証

の仕組みについては、現在構築できておりませんが、

学校教育分野における事業の検証につきましては、

毎年、各校への学校教育課事業評価を実施しており

ます。そこでの意見や要望を課内で精査し、次年度

における各事業の内容や運営方法、予算等を決定し

ております。 

 現在策定中の第３次教育振興基本計画には、学校

教育分野における基本目標を掲げ、重点施策である

不登校児童生徒に対する支援及び部活動地域展開等

の推進において、ＫＧＩ（成果指標）を示し、教育

活動を進めてまいります。そのために、ＫＰＩ（取

組指標）を定め、実効性のある計画を策定してまい

ります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 今、教育長の御答弁の中で、

教育振興基本計画の下に、具体的な、幼児ですとか、

学校の推進計画はないよということだったんですけ

ども、これは次期の計画を策定するときも実行計画
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というのは策定されないということで理解していい

ですか、どうでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 まず、湖西市子ども読書活動推進計画が現在あり

ます。もう一つ、湖西市スポーツ推進計画があるわ

けなんですけど、いずれも国や県の法令や上位計画

を基にしているものでありまして、法律によって各

自治体の計画の作成が求められているものですから、

その関係で、この２つについては作成をしています。 

 学校教育につきましては、それらの法律による求

めがないものですから、その作成については任意で

あると捉え、作成していない。教育振興基本計画が

それに当たるという認識でございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 国や県から示されていないの

でつくらないよと聞こえてしまったわけなんですけ

れども、そうすると、今度の第３次の教育振興基本

計画には、具体的な計画を盛り込んだ、ＫＰＩまで

盛り込むと教育長はおっしゃったんですけども、今、

第２次の教育振興計画を見ると、かなり定性的なＫ

ＰＩですね。アンケートで取られているんですけど

も、学校が楽しいとか、授業が理解できているとい

うように、アンケートで数字は出ているんですけれ

ども、じゃあ何をもって学校が楽しいと思うのか、

そのために何をやるのかですとか、授業が理解でき

た、何をもって理解できたのかというような裏づけ

が私たちには見えてこないんです。そのために、学

校は何を施策として取り組むのかというような具体

的な計画が見えてこないということなんです。それ

が今度の次期の振興基本計画にはうたわれてくると

理解してよろしいでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えします。 

 学校教育は成果が判明するというんですか、それ

までに長い時間がかかって、簡単に成果が目に見え

にくいという特徴があるのかなと思っています。 

 そうしたときに、確かに子供たちが学校を楽しい

と思っているとか、授業が分かるということは、何

をもってそう感じるのかというのはなかなか見えて

こないのは事実だと思いますが、しかし重要な指標

になると考えています。 

 教育振興基本計画で様々な事業をうたっていくわ

けでありますので、それらをひっくるめた形で、学

校は楽しい、授業が分かるというのは一つの指標に

なると考えています。ただ、それ以外にも様々な子

供たちの声であるとか、保護者、教員から見た事業

であるとか、いろいろなアンケート結果の集約はし

てありますので、その下のＫＰＩのところで、どの

ようなものを反映していけばいいのか、そこはしっ

かり考えて、できるだけ分かりやすく、説明責任に

つながるようなものにしていきたいと考えています。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 実行計画が具体的に示されな

い中で、私たち議会として、何をフォローをしてい

っていいのかというのが正直分かりにくいところ、

学校マターというのも、学校の役割というのが、市

内小・中学校ですと11校あるわけなんですけれども、

そこの学校の方針ですとか、運営の仕方というのは

それぞれお持ちになっているかとは思うんですけれ

ども、やはり湖西市としての指針というんですか、

ビジョンのようなものが、しっかりと次期、第３次

教育振興基本計画にうたわれ、それを私たち市民も

しっかりとチェックができる、チェックができると

いう言い方は教育に対してはなかなか言いにくいと

ころではあるんですけれども、見守れる指標をしっ

かりと整備していただきたいなと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。

「うん」と言ってくれればもうオーケー。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） しっかりと検討してまいり

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 出てくるのを楽しみに待って

おきたいと思います。 

 それでは、２問目の質問に入りたいと思います。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 
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○12番（楠 浩幸） ２つ目の質問に入るんですけ

れども、２つ目の質問は、校内支援、通級指導、教

育支援センターの役割の整理と不登校予防を見据え

た多層的支援、グラデーションのように切れ目のな

い支援を構築していっていただきたいという思いで

質問させていただきます。 

 市内３つの中学校で、大規模校ですけれども、稼

働する校内教育支援センターにつきまして、その設

置の目的と運用上の課題、４月から始められたとい

うことなので、半年を過ぎましたので、課題も見え

てきたんじゃないのかなと思っています。並びに、

指導員の配置などの支援体制をどのように評価して

いるのかということをまず伺いたいのと、あわせて、

小学校で今自主的にやっていただいてると思うんで

すけれども、校内学習支援教室、先日、私も岡崎小

学校の見学をさせていただきましたけれども、それ

から今年の７月から始まりましたか、通級指導教室、

鷲津小学校で一教室開始されましたけれども、その

現状と課題を踏まえて、それぞれの目的、役割をど

のように整理しているのかを伺いたいと思います。 

 たくさん聞きますね。また、不登校予防を見据え

た段階的支援として、いわゆる切れ目のないグラデ

ーションのような多層的支援が必要だと、先ほども

申し上げたんですけれども、その構築の方向性、さ

らには通級教室、今、始まったばかりなんですけれ

ども、鷲津小学校の自校の生徒さんは９人で、他校

の生徒さんは10人ということなんですよね。もしか

すると自校でそういった通級指導教室があれば、私

も、うちの子もと通級教室の利用ができるんじゃな

いかなと思うわけなんですけれども、自校での設置

ですとか、湖西は中学校ではまだ通級の教室がない

ですね。ほかの近隣の市町では、もう既に中学校も

行っていると聞いております。それの中学校への展

開を含む今後の考え方について伺いたいなと。 

 もう一個あるんですよ。さらには、ＥＢＰＭの観

点から、校内教育支援センターの成果指標、例えば、

復学率、学校に戻ってくる、教室に戻ってくるとい

うな復学率、継続登校率、何日継続して登校できた

のかだとか、効果の検証の方法があるかと思うんで

すけれども、そういった方法について見解を、１つ

ずつ伺っていきたいなと思います。よろしくお願い

します。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えします。複数御質問

いただきましたので、全部詳しくとはいかないかも

しれません。あと前後してしまいますが、お答えさ

せていただきます。 

 初めに、校内教育支援センターです。本年度３校

に設置しました。登校できるものの在籍する学級に

入れず、別室で過ごす生徒が安心して学び過ごせる

居場所として設置したものであります。それぞれ毎

日平均５人から９人程度の生徒が利用しています。 

 成果指標につきましては、利用する制度の実態や

利用する目的が生徒によってそれぞれ異なりますの

で、今議員からもありました、復学率や継続登校率

を指標とすることは適当ではないのではないかと考

えております。 

 そこで「30日以上の欠席児童生徒数」を主な指標

として、校内教育支援センターを設置していない学

校にも広げていくということを検討しています。 

 通級についてです。通級指導教室の今後の方向性

につきましては、現在入級している児童の状況や入

級希望を基に、まずは複数の教室に拡大し、その上

で小学校の自校設置を広げるのか、それとも、中学

校の開設を進めるのか、引き続き検討してまいりま

す。 

 予防という視点につきましては、不登校の未然防

止に向けて、全ての児童生徒が自己存在感や充実感

を感じ、主体的に活動に取り組むことができる学校

づくりを市内全体で推進してまいります。同時に、

児童生徒が教員に相談できる機会の設定や心と体の

健康観察システムによりまして、対応が必要な児童

生徒の把握等を通して、早い段階での支援に努めて

まいります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） いろいろたくさん聞いてしま

ったものですから、ちょっと後悔しているんですけ

ども、まず少しずつ伺って行きます。 

 校内支援センターについては、目的が居場所づく
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りと教育長はおっしゃったと思うんですけども、今

まで保健室に登校していた、通学をしていた児童さ

ん、生徒さんがたくさんいらっしゃるというのは聞

いておりましたし、実際に現場も見せていただいた

ことがあります。保健室の先生も、本来の業務がな

かなかできないよというようなお話も伺っていると

ころで、居場所としての校内教育支援センター、こ

れは、ちょっと言葉を選ばなければいけないのです

けれども、30日不登校が続いてしまうと内申書にも

影響があるやもしれない、これは私の推測ですけれ

ども、その児童さん、生徒さんのためにも、やっぱ

り学校に来てもらうことで、出席日数をちゃんと確

保するというのもあるのかなと推測するわけなんで

すけれども、やはり実際に教室を見せてもらったと

きに、元先生と言うんですか、会計年度の支援員さ

んと言うですか、補助員さんと言うんですか、その

方が丁寧に子供たちを見ておられたんですけど、基

本的には自習のような形で、タブレットを使って授

業に参加してくださる子もいらっしゃるとは思うん

ですけれども、居場所というだけでは、無理やりし

んどい思いをして教室に戻ったりですとかをするこ

とはないにしても、何かそういうサポートのような

ことができれば、気持ちよく教室に戻ってくれるん

じゃないのかな、指標を定めるべきではないと教育

長はおっしゃったんですけれども、指標を定めるこ

とによって、じゃあ利用している生徒さんは、どう

いうことがトリガーになって教室でなかなかなじめ

ないのかとか、学校に来ることがしんどいのかとい

うのは、個別に聞いてくださっているとは思うんで

すけれども、数字を上げるためにというのは、どう

も民間の感覚が強いんですけれども、そのために一

人一人に対応していただくことによって、その子も

救われるでしょうし、また、そういう支援員さんを

雇用して、教室をちゃんと整備して、湖西市はお金

をかけてせっかく対応してくれるのであれば、やっ

ぱりそういった評価、成果を確認しながら、事務事

業評価を決算のときに教育委員会はわざわざつくっ

ていただいてますけれども、そういったもので我々

も評価ができるんじゃないのかなと思うんですけれ

ども、いかがでしょうか。もう一回確認させてくだ

さい。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 先ほど、成果指標は適さないという答弁をしたと

思いますけど、復学率や継続登校率等、何か一つの

数字を設定していくのは適切ではないのではないか

という意味で答弁をさせていただきました。分かり

にくくてすみません。 

 一人一人によって状況は異なります。居場所と言

いましたが、勉強する場所である子もいるし、人と

のつながりを取り戻す居場所であったりということ、

それとか少し休んでエネルギーを蓄えてから、じゃ

あ数学の時間は教室に戻って授業をやろうという子

もいる。今まで学校になかなか来られなかった子が、

じゃあ校内教育支援センターがあるからちょっと行

ってみようかなという場所であるかもしれないとい

うことで、人によって状況も違えば、目標も違うの

が、今、校内教育支援センターの存在意義というか、

働きだと思いますので、指導員が配置されています

ので、一人一人がその子に寄り添って、その子の状

況に応じて育っていけるような支援を心がけていく

中で、この子にはこういう成果があった、この子は

これができるようになったという、その一つ一つの

成果を積み上げて、これだけの成果がありましたと

いうことを分かるようにお示しをしていくことで、

政策の立案とか、次につなげていければなと考えて

います。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 全くそのとおりなんです。そ

ういった意味では、通級教室も見せていただいたん

です。一対一で、その子の特性に合わせたツールを

使ったりですとか、気持ちよく会話ができたりだと

かというようなことを、パーソナライズしてくださ

ってる様子を２コマ見せていただいたんですけれど

も、本当に感動しました。その後に保護者の方とも

少しお話を伺う中で、やはりもう少し間口を広げて

ほしいというお話もいただいたところです。 

 先ほどの答弁で、鷲津小学校で今、一教室行って

いるところを、複数教室、枠を増やしていただける



１０５ 

というような答弁をいただきましたけれども、なか

なか自校には踏み込められない何か、人の問題です

とか、そういったところもあるかと思いますけども、

そういった準備は少しずつされているんでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 正直申し上げまして、今、議員がおっしゃったと

おり、やはり人によるところは非常に大きいです。

今年度開設した通級の担当には本当によく頑張って

いただいて、工夫をしていただいて、期待以上の活

動をしていただいているなと我々も感謝していると

ころです。これをいきなり複数の学校に広げるより

も、まずは同じ学校でもう一教室増設して、その取

組を広げていく、もう１人担当をつけてということ

で、広げながら、だんだんそういう経験を広めてい

くということを計画しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） ぜひその計画を教育振興基本

計画に盛り込んでいただいて、ここまできたなとい

うのが私たちにも見えるような教育振興基本計画に

盛り込んでいただきたいと思うんですけども、いか

がでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） 直接、今の内容を入れるか

どうか、まだこれからの検討になりますが、できる

だけ分かりやすくしていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） ありがとうございます。なの

で、私たちも教育振興基本計画を見る機会というの

はなかなかなかったんですけれども、改めて、１年

に一回ぐらいは開いて、どうだったのかなというよ

うな答え合わせをしていけるような計画をつくって

いただきたいなと思っています。 

 それでは、３つ目の質問に入りたいと思います。 

○議長（神谷里枝） 暫時休憩いたします。 

午後２時29分 休憩 

───────────────── 

午後２時37分 再開 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて会議を再開しま

す。 

 休憩中に、教育長より答弁の修正の申出がござい

ましたので、教育長、登壇して答弁をお願いいたし

ます。 

  〔教育長 松山 淳登壇〕 

○教育長（松山 淳） 先ほどの答弁の修正をさせ

ていただきます。 

 先ほど、楠議員から、ＫＰＩを第３次教育振興基

本計画にのせますかと再確認されましたが、ＫＰＩ

は教育振興基本計画にはのせません。ＫＧＩが載っ

てくるということで、さらに具体的な施策について

は、その基本計画の中に明記していくものでありま

す。 

 まだ計画の作成中でありますので、いただいた意

見は参考とさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 確認させていただきたいんで

すけれども、第３次教育振興基本計画には、ＫＧＩ

のみを掲載して、ＫＰＩは記載しないということな

んですね。何にこのＫＰＩは、計画をまた別途、教

育振興基本計画の下に、また計画が策定されるとい

うことなんですか。そこだけちょっと確認させてく

ださい。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えします。 

 ＫＰＩにつきましては、教育委員会内部で明確に

はしておきますが、この教育振興基本計画の中には

のせずに、その下に何か公表するものがあるという

ことではございません。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） ごめんなさい、ほじくってご

めんなさいね。内部の計画はあって、それは私たち

には公開できないような計画が策定されるというこ

となんですかね。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） 公開できないという意味で

はなくて、あくまでも教育振興基本計画には載せな
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いという意味であります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 載せない理由を伺えますか。 

○議長（神谷里枝） 暫時休憩とします。 

午後２時40分 休憩 

───────────────── 

午後２時41分 再開 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて会議を再開しま

す。 

 少し調整に時間が必要とのことですので、再開を

15時といたします。暫時休憩といたします。 

午後２時41分 休憩 

───────────────── 

午後３時00分 再開 

○議長（神谷里枝） 休憩を解いて会議を再開いた

します。教育長。 

○教育長（松山 淳） お時間いただきましてあり

がとうございます。 

 先ほどの答弁からさせていただきたいと思います。

基本計画の中にはＫＰＩは載せませんが、毎年行っ

ております湖西市教育委員会自己点検評価報告書、

自己点検をしております。これは自己点検したもの

を外部委員に評価していただいたものを議会に報告

していくものでありますが、その中でできるだけ客

観的な根拠を明確にして評価して、それを議会に報

告をしたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） その評価につきましては、目

標値と実績を記載して、私たちが確認できるという

仕立てでつくっていただけるということでよろしい

ですか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） これから具体的に検討して

いくことになりますので、参考にさせていただきま

す。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） ぜひ透明性の高い計画を作成

していただきたいなと思います。 

 それでは、３問目のほうに。 

○議長（神谷里枝） ２問目はもう大丈夫ですか。 

○12番（楠 浩幸） ２問目は大丈夫です。３問目

に行きます。 

○議長（神谷里枝） はい、どうぞ。 

○12番（楠 浩幸） ３問目ですけれども、心理的

支援体制、これはスクールカウンセラーとか、スク

ールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーは

ＳＣとか、スクールソーシャルワーカーはＳＳＷと

言われておりますけれども、こういった支援体制の

充実について伺っていこうと思っております。 

 不登校の要因の７割が心理的課題に起因すると冒

頭申し上げましたけれども、これは湖西に限らず、

世間一般的な数字と記載がありました。これに対応

するためには、先ほど申し上げましたスクールカウ

ンセラー、ＳＣですとか、スクールソーシャルワー

カー、ＳＳＷの配置充実と質的な強化が求められて

おります。 

 そこで、数値を客観的に見るということになりま

すと、相談の対応率ですとか、初回までの対応の期

間ですとか、継続支援率ですとか、指標を設定して、

ＥＢＰＭに基づいた心理的支援体制の評価と改善を

図る必要があると考えるんですけれども、市として

の考えを伺いたいと思います。お願いします。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 現在、県教育委員会によって任用されましたＳＣ

５名とＳＳＷは２名が湖西市には配置されておりま

す。 

 市内11校分における令和７年度の配置時間数です

が、令和２年度と比べて、ＳＣで240時間増の1,636

時間、ＳＳＷは20時間増加して630時間となってお

ります。また、それぞれのＳＣ、ＳＳＷは、力量向

上のために、県教育委員会による研修会にも参加さ

れております。 

 市教育委員会では、相談対応率、継続支援率等の

調査はしておりませんが、相談要望があった際には、

できる限り早く面談できるよう予定を組んでおりま

す。また県教育委員会では、毎年度、取組状況の調
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査を実施しており、相談内容ごとの件数、継続支援

対象児童生徒が抱える課題と支援状況などを把握し、

翌年度の事業改善に活用されているとのことです。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） ＳＣさんですとか、ＳＳＷさ

んというのは、市単独での採用ではなくて、県から

の加配と理解しているわけなんですけれども、なぜ

私がこういう質問を今回取り上げたかということな

んですけども、先ほど教育長が、時間については大

幅に時間を取っていただいたと、そうしたときに、

相談の対応率ですとか、初回までに本当に短い時間

で対応ができましただとか、いや本当はもっと欲し

いんですよですとか、継続的に支援していくために

は、もうちょっと人と時間が欲しいんですよという

ことを、数字で客観的に示すことによって、県にも

っと時間が欲しいんだよ、人が欲しいんだよという

ことが言えるんじゃないかなと思うんです。エビデ

ンスを持って県にお話をすることができるんじゃな

いかなと思うんですけれども、こういった指標を取

り入れることはやっぱり難しいんでしょうか、伺い

ます。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 現状、例えば相談対応率で言えば、基本的には

100％で、相談があれば必ず相談につなげるという

ことでやっていますが、ただ確かに、予約が少ない

学校の場合は、じゃあ次の勤務の２週間後に予約を

入れますねだったり、多い学校だと、じゃあ１か月

先のここが空いているからここで予約しましょうと

いう状況になっているのは事実であります。 

 今、配置時間数の増加の話もしましたけど、毎年

どの市町からも県へ時間増の要求をして、県が国か

ら予算を獲得してきて、それを市町に分配していく

という手法になっているものですから、現状、どこ

も欲しいわけです。なので、そのデータを取って、

それが果たして配置時間増につながるかどうかとい

うのははっきりしないところでありますので、今の

ところそのような数値化は考えてはいません。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 意見を述べるところではない

んですけれども、基本的には相談の日時ですとか、

内容ですとかというのは、ＳＣさんだとか、ＳＳＷ

の方が入力されていて、教育委員会には実際の負荷

ですとか、教育委員会がコントロールしているとい

うことはあまりないとは思うんですよね。なので、

こういう客観的なデータというのはそんなに難しい

ロジックではないと思うんですよね。入力されたデ

ータを入りから出までとか、回数だとかというふう

に数値化することは非常に簡単にできるんじゃない

のかなと思うわけなんです。それを持って県に訴え

ていくことによって、湖西でまだまだ悩んでいる子

供さん、一人でも多くの子供さんが救われるんじゃ

ないかなという提案なんですけども、今後の方向性

についてはどうでしょうか。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） 現状としては、先ほど答弁

したとおりで、今のところその必要性は感じており

ませんが、ちょっとこれから少し研究してみたいと

思います。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 湖西市でもＤＸの推進が進め

られていると思うんです。教育委員会のほうでも進

められていると思うんですけども、こういった、あ

るデータを集約して、客観的なデータに結びつけて、

政策をもっと実現していくという意味では、非常に

有効な施策じゃないかなと思いますので、ぜひ、ま

た研究をしていただきたいなと思います。 

 それでは、４つ目の質問に入ります。 

○議長（神谷里枝） 最後の質問ですね。 

○12番（楠 浩幸） 最後です。お待たせしました。

最後の質問になります。これは今年の３月にも一般

質問させていただいた内容を確認するような内容に

なっております。 

 オルタナティブ教育、もう皆さんお忘れになった

かもしれないですけど、学びの多様化の学校教育と

いうことです。多様性に対応したということです。

導入に向けた研究と制度の整備についてということ
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で、繰り返しになりますけれども、今年の３月に一

般質問でお伺いしましたが、学校に戻ることが難し

い児童生徒に対しても、フリースクールですとかと

いうところと連携していただいていると思うんです

けれども、３月にも、小規模特認制度についても研

究をしていただけるというような答弁をいただきま

した。取りわけ、小規模の学校におきましては、イ

エナプランなんかが受け入れやすい、導入しやすい

んじゃないかなというような御提案もさせていただ

いたところです。 

 多様な学びの選択肢を整備すべきだと引き続き私

も考えているわけなんですけれども、少し私も勉強

しまして、教育機会確保法というのがあるらしいん

です。その中の９条と12条に、そういった一人も残

さないようなパーソナライズされた教育というとこ

ろの部分があったと思うんですけれども、その趣旨

を踏まえて、ＥＢＰＭの観点から、学びの多様化に

関する施策を定量的に検証して、制度化に向けた研

究の進め方と検討体制、今後の湖西市教育委員会の

方向性について伺いたいと思います。まずは、３月

の定例会で教育長がオルタナティブ教育、イエナプ

ランについても研究をしていくよと回答をいただき

ましたので、湖西市のその後の評価を踏まえて御答

弁をいただきたいなと思います。お願いします。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えします。まず最初に、

フリースクールとの連携についてありましたので、

そこからお答えさせていただきます。 

 現在、学校とフリースクールとで連絡を取り合い、

出席状況を確認する連携を進めております。今後は、

子供たちのスクールでの様子や支援の在り方を共有

する機会を設定していきたいと考えております。 

 学校以外の学びの場の提供につきましては、現在、

本市で取り組んでいるチャレンジ教室、フリースク

ール等との連携を今後も充実をさせていくことが、

今は最優先であると考えておりますので、現時点で

学びの多様化学校の導入については考えておりませ

ん。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） フリースクールの答弁があっ

たんですけども、フリースクールは市内に幾つかあ

るかと思うんですけども、その施設によっては、施

設によってなのか、学校によってなんですか、同じ

内容でも出席日数にカウントするところと、しない

ところがあると以前聞いたことがあるんですけども、

フリースクールではもう出席日数は全てカウントさ

れているんですか、どうでしょう。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えします。 

 フリースクールの出席の扱いにつきましては、校

長が判断するということになっておりますので、場

合によってはそのような可能性はないことではあり

ません。学校によってばらばらになる可能性はある

わけですが、現状としては、湖西市内にあるフリー

スクールにつきましては、県教委が設置する公的教

育機関と民間施設等の連携協議会というものがあり

まして、県が認めたフリースクールについてはそこ

の名簿に載っているということになりますので、ま

ずはそこが一つの担保になって、校長の判断の参考

にしていくと。さらに市内では、校長が情報のやり

取りをしていますので、どの学校がどのフリースク

ールのこういうことに対して出席扱いしたよという

共有はしているので、市内においては、学校によっ

て判断が変わるというような状況は生まれてないの

ではないかと思っています。基本的には校長が判断

するものであります。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 私もちょっと調べが薄かった

ものですから、その辺り、またフリースクールの調

査をしていきたいなと思っております。 

 あともう１点なんですけれども、学びの多様化に

ついては時期尚早みたいな御答弁だったと思うんで

すけれども、小規模特認校についてはどうでしょう。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えいたします。 

 小規模特認校につきましては、教育委員会として

は不登校対策とは考えておりません。これは小規模

校のよさを生かした教育環境で学びたいという希望
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者が学区を超えて学ぶことができるというものであ

りますので、不登校とは直接は関係ないと感じてい

ます。 

 その上で、では導入するのかということですが、

それについては、ただいま検討している最中であり

ますので、今どうするという話は今のところはでき

ません。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） 小規模特認校については、ま

だ、まだ検討中なんですね。ということは、来年度

はまずないよというなんですね。令和８年、そこだ

けちょっと確認させてください。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えします。 

 先ほどちょっと言葉が足りなかったんですが、小

規模特認校制度の導入については、今、検討中だと

いう話をさせていただきました。 

 実際の導入の流れですが、今、湖西市ではこのよ

うに考えています。まずは保護者も含めて、制度に

ついて対象となる学校への説明が必要になるという

ことと、うちの学校に小規模特認校制度を導入して

いこうという検討が各学校の学校運営協議会で行わ

れて、その要望に基づいて、教育委員会として検討

していく、実現させていくというような流れになっ

ています。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） なので、今どの段階にあるの

かを伺いたかったんですけど。 

○議長（神谷里枝） 教育長。 

○教育長（松山 淳） お答えします。 

 ですので、今は具体的には動いていないという状

況です。 

 以上です。 

○議長（神谷里枝） 楠議員。 

○12番（楠 浩幸） まだ仕組みを策定中というこ

となんですね。３月にも申し上げたんですけれども、

浜松でも小規模特認校を設置したんだけれども、結

局、児童さん、生徒さんが集まらなくてというよう

なお話も聞いているところなんですけども、県内で

成功してるところがあるんです。三島市の坂小学校

というところで、インターネット調べですけれども、

４分の１ぐらいの児童さんが校区外から通学されて

いる、やはりここは特色のある教育を行っていると

いうことなので、また検討いただければと思ってお

ります。 

 大分時間が超過してしまいまして申し訳なかった

んですけれども、結びの一言だけ述べさせていただ

いて終わろうと思っております。 

 湖西市では、校内教育支援センターですとか、通

級教室も開設されて、かなり前進している、不登校

の支援ですとか、その予防、私は通級はその予防と

理解しているんですけれども、支援が前進しつつあ

ると理解しております。 

 しかし、支援の実施だけではなくて、その経過を

どのように検証して、どこを改善していくのか、そ

の仕組みづくりが次の課題だと思っています。 

 ＥＢＰＭの観点を取り入れて、取組の成果を客観

的に把握しながら、切れ目のない支援体制へと発展

させていただきたいと考えております。 

 また、小規模校につきましては、学びの選択肢と

して、特色ある学校づくりというのが欠かせないと

思っております。異年齢学級ですとか、体験学習で

すとか、地域との協働、企業も湖西市内にはたくさ

んございます。多様な学びの可能性を持つ学校とし

て再構築をすることで、子供たちの安心と成長の場

が広がっていくんじゃないかなと考えております。 

 子供たち一人一人の変化を大切にして、その成長

を支える環境がさらに充実することを期待しまして、

私の一般質問を終わります。ありがとうございまし

た。 

○議長（神谷里枝） 以上で、12番 楠 浩幸議員

の一般質問を終わります。 

 これをもちまして、12月定例会に予定しておりま

した一般質問を終わります。 

───────────────── 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 お諮りします。11日は一般質問の予備日としてお

りましたが、全ての一般質問を終了しましたことか

ら休会といたしたいと思います。これに御異議ござ
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いませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（神谷里枝） 異議ないものと認めます。し

たがって、明日11日は休会といたします。 

 本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでご

ざいました。 

午後３時17分 閉会 

───────────────── 

 


